
國學院大學学術情報リポジトリ「K-RAIN」

月次祭・新嘗祭班幣に関する一試論

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 塩川, 哲朗, Shiokawa, Tetsuro

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00000375URL



― 39 ― 月次祭・新嘗祭班幣に関する一試論

月
次
祭
・
新
嘗
祭
班
幣
に
関
す
る
一
試
論

　
　

塩
川
哲
朗

　
　
　

は
じ
め
に

　

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
律
令
国
家
の
恒
例
祭
祀
の

う
ち
、
最
も
大
規
模
に
行
わ
れ
て
い
た
の
が
祈
年
祭
（
二
月
）
で
あ
っ
た
。

祈
年
祭
と
は
京
に
あ
る
神
祇
官
に
各
官
社
の
祝
部
を
参
集
さ
せ
て
、
諸
神

に
奉
る
幣
帛
を
一
斉
に
頒
布
す
る
と
い
う
班
幣
祭
祀
で
あ
る
。
こ
の
「
班

幣
」
と
い
う
方
法
は
律
令
国
家
祭
祀
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
祭
祀
方
式
で

あ
り
、
律
令
国
家
の
理
念
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る（

（
（

。
ま
た
、
天
皇
の
出
御
が
存
在
し
な
い
点
で
、
天
皇
親
祭
で
は
な
い

国
家
の
祭
祀
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
祈
年
祭
と

同
じ
「
班
幣
」
と
い
う
方
式
で
行
わ
れ
る
恒
例
の
国
家
祭
祀
は
、
祈
年
祭

だ
け
で
な
く
月
次
祭
（
六
月
、
十
二
月
）
と
新
嘗
祭
（
十
一
月
）
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
月
次
祭
・
新
嘗
祭
班
幣
に
関
し
て
は
、『
延
喜
式
』
な
ど
の
制
に

よ
る
と
、
両
祭
と
も
天
皇
自
ら
神
饌
を
神
に
奉
る
祭
儀
が
当
日
の
夜
半
に

執
り
行
わ
れ
て
お
り
、
月
次
祭
と
新
嘗
祭
の
班
幣
は
天
皇
祭
祀
が
付
随
し

て
い
る
点
で
祈
年
祭
と
は
性
質
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
月
次

祭
は
朝
廷
だ
け
で
な
く
伊
勢
神
宮
で
も
六
月
と
十
二
月
に
執
行
さ
れ
て
い

る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
祈
年
祭
の
研
究
や
天
皇
祭
祀
の
研
究
に
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比
べ
て
、
月
次
祭
と
新
嘗
祭
班
幣
祭
祀
そ
の
も
の
の
研
究
は
必
ず
し
も
多

く
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
い
ま
だ
に

不
明
瞭
な
点
を
残
し
て
い
る
。
特
に
天
皇
親
祭
で
あ
る
夜
の
祭
り
は
宮
内

省
・
中
務
省
が
所
管
す
る
天
皇
の
家
政
的
内
廷
機
構
が
中
心
と
な
る
の
に

対
し
、
朝
の
班
幣
で
は
神
祇
官
と
い
っ
た
外
廷
機
構
が
中
心
と
な
っ
て
執

行
さ
れ（

（
（

、
班
幣
儀
に
天
皇
が
全
く
関
与
し
な
い
点
で
両
祭
の
構
造
が
異

な
っ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
班
幣
祭
祀
の
位
置
づ
け

と
天
皇
祭
祀
と
の
関
係
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
論
考
で
は
月
次
祭
・
新
嘗
祭
の
班
幣
儀
そ
の
も
の
の
位
置

付
け
を
考
え
、
両
祭
儀
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
月
次
祭
班
幣
に
関
し
て
特
に
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
月
次
祭
の
事
例
か

ら
考
察
を
加
え
、
ま
た
新
嘗
祭
班
幣
が
古
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
か
検
討
を
行
う
。そ
れ
に
よ
っ
て
、祈
年
祭
だ
け
で
な
く
、

月
次
祭
・
新
嘗
祭
も
含
め
た
古
代
の
班
幣
祭
祀
の
諸
相
が
明
ら
か
に
な
り
、

古
代
律
令
国
家
祭
祀
の
理
念
と
実
態
の
解
明
の
一
助
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
　
　

一
、
先
行
研
究
の
問
題
点

　

こ
れ
ま
で
の
月
次
祭
・
新
嘗
祭
班
幣
の
基
本
的
な
捉
え
方
に
つ
い
て
、

古
代
国
家
と
神
祇
に
つ
い
て
先
駆
的
な
業
績
を
残
し
て
き
た
岡
田
精
司

氏
、
早
川
庄
八
氏
と
、
古
代
祭
祀
に
関
す
る
包
括
的
な
検
討
を
行
っ
た
中

村
英
重
氏
の
視
角
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

岡
田
精
司
氏（

（
（

は
月
次
祭
と
新
嘗
祭
班
幣
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
分
析
し

て
い
る
。

　

月
次
祭
は
「
天
皇
家
に
お
け
る
〝
氏
の
祖
霊
祭
〟」
で
あ
り
、「
神
今
食

こ
そ
は
神
饌
を
用
意
し
て
祖
神
の
来
臨
を
迎
え
る
祭
儀
で
、
そ
れ
に
付
随

し
て
班
幣
の
行
事
が
あ
っ
た
」
と
し
、
月
次
祭
班
幣
は
「
撤
下
し
た
神
饌

の
分
与
と
い
う
意
味
を
も
つ
」
と
す
る
。

　

新
嘗
祭
班
幣
に
関
し
て
は
、
新
嘗
祭
班
幣
が
畿
内
中
心
の
諸
神
で
あ
る

こ
と
に
着
目
し
て
「
畿
内
の
大
豪
族
の
氏
神
に
の
み
許
さ
れ
た
宗
教
上
の

優
遇
」
で
あ
る
と
し
、
伊
勢
神
宮
へ
は
、
神
宮
の
祠
官
た
ち
に
「
新
嘗
祭

の
撤
下
し
た
神
饌
を
下
賜
す
る
」
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
月
次
祭
祝
詞
の
結
び
の
句
に
「
神
主
祝
部
等
受
賜
弖
、
事
不
レ

過
捧
奉
登
宣
」と
あ
る
よ
う
に
、班
幣
は
幣
帛
を
天
社
国
社
の
神
々
に「
奉
」

る
祭
儀
で
あ
る
こ
と
は
祝
詞
に
も
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
祝

詞
中
に
見
え
る
幣
帛
の
呼
称
は
「
皇
御
孫
命
乃
宇
豆
乃
幣
帛
」
な
ど
と
称

さ
れ
て
お
り
、
幣
帛
は
天
皇
の
幣
帛
と
形
容
さ
れ
な
が
ら
、「
宇
豆
（
う

づ
）」、
つ
ま
り
貴
重
な
幣
帛
と
し
て
称
え
辞
を
奉
っ
て
い
た
。
そ
の
素
晴

ら
し
い
幣
帛
は
祝
部
に
よ
っ
て
各
神
に
奉
ら
れ
る
も
の
と
し
て
祝
詞
の
詞
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章
が
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
班
幣
は
幣
帛
を
一
斉
に
頒
布
す
る
祭

儀
で
は
あ
る
も
の
の
、
幣
帛
・
神
饌
の
下
賜
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
班
幣
は
国
家
に
よ
っ
て
幣
帛
が
各
官
社
の
神
々
に
奉
ら

れ
る
祭
儀
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ
の
理
解
の
も
と
で
班

幣
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

早
川
庄
八
氏（

（
（

は
、
穢
な
ど
に
よ
っ
て
神
今
食
が
中
止
さ
れ
る
と
月
次
祭

も
同
時
に
中
止
さ
れ
る
事
例
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
月
次
祭
班
幣
と

神
今
食
は
不
可
分
一
体
で
あ
る
と
し
、
月
次
・
新
嘗
の
二
祭
は
ヤ
マ
ト
を

基
盤
と
す
る
地
域
的
王
権
が
古
来
執
行
し
て
き
た
祭
祀
（
祈
年
祭
は
新
た

な
国
家
の
祭
祀
と
し
て
設
け
ら
れ
た
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
月
次
祭
と
神
今
食
が
並
列
し
て
記
載
さ
れ
る
の
は
斉
衡
元
年

（
八
五
四
）
十
一
月
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
記
事
は
神
今
食
の
み
の

記
事
し
か
な
く
、
月
次
祭
班
幣
と
神
今
食
が
古
く
か
ら
日
程
的
に
も
祭
儀

と
し
て
も
連
動
し
合
う
も
で
あ
っ
た
と
い
う
保
証
は
な
い
。

　

ま
た
、
祈
年
祭
・
月
次
祭
の
祝
詞
に
は
そ
の
催
行
時
期
し
か
違
い
が
存

在
せ
ず
、
班
幣
祭
祀
と
し
て
の
儀
式
は
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
後

述
）。
早
川
氏
説
で
は
こ
の
点
を
説
明
で
き
な
い
。
祈
年
祭
も
月
次
祭
も

律
令
国
家
が
新
た
に
設
定
し
た
班
幣
祭
祀
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
森
田
悌
氏
は
、
月
次
祭
は
律
令
整
備
過
程
の
一
環
と

し
て
天
武
朝
に
始
ま
っ
た
と
し
、
神
今
食
と
は
切
り
離
す
べ
き
と
し
て
い

る（
（
（

。
月
次
祭
班
幣
の
開
始
時
期
を
い
つ
と
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
は
あ

る
が
、
月
次
祭
班
幣
に
天
皇
が
直
接
関
与
し
て
い
な
い
点
を
鑑
み
れ
ば
、

月
次
祭
と
神
今
食
を
切
り
離
し
て
考
え
る
森
田
氏
の
見
解
に
妥
当
性
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
村
英
重
氏（

（
（

は
、月
次
祭
は
祖
霊
神
で
あ
る
カ
ム
ロ
ギ
・
カ
ム
ロ
ミ（
月

次
祭
祝
詞
冒
頭
に
登
場
す
る
）
を
迎
え
行
う
王
権
祭
祀
で
あ
る
と
し
、
新

嘗
祭
も
そ
の
点
に
お
い
て
同
様
の
も
の
と
解
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
国
家
祭
祀
で
あ
り
天
皇
の
出
御
が
な
い
月
次
祭
班
幣
と
天
皇

親
祭
で
あ
る
神
今
食
の
祭
祀
構
造
の
違
い
が
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
月
次

祭
を
中
村
氏
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
月
次
祭
と
ほ
ぼ
同
じ
祝
詞
を
使
用
す

る
祈
年
祭
（
国
家
祭
祀
）
も
王
権
祭
祀
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が

あ
る
。

　

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
共
通
で
問
題
と
な
る
の
は
、

朝
に
行
わ
れ
る
班
幣
（
国
家
祭
祀
）
と
夜
の
天
皇
親
祭
と
の
祭
祀
構
造
上

の
差
異
に
注
意
が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、ま
た
祈
年
祭
班
幣
と
月
次
祭
班
幣
、

新
嘗
祭
班
幣
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
付
け
が
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
以
下
こ
の
点
に
留
意
し
て
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
。
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二
、
祈
年
祭
班
幣
と
月
次
祭
班
幣

　

月
次
祭
は
、『
延
喜
式
』
の
制
で
は
朝
の
班
幣
が
行
わ
れ
た
日
の
夜
に

天
皇
に
よ
る
神
膳
親
供
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
主
体
と
方
式
は

執
行
の
時
間
帯
と
と
も
に
対
蹠
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
朝

廷
で
の
月
次
祭
班
幣
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、『
延
喜
式
』
の

規
定
を
基
に
、
祈
年
祭
と
対
比
し
な
が
ら
確
認
し
て
み
た
い（

（
（

。

　
『
延
喜
式（

（
（

』
二
月
祈
年
祭
条
と
六
月
月
次
祭
条
を
掲
げ
、
祈
年
祭
と
月

次
祭
の
班
幣
規
定
の
相
違
を
列
挙
す
る
。

　
　

祈
年
祭
神
三
千
一
百
三
十
二
座

　
　
　

�

大
四
百
九
十
二
座
〈
三
百
四
座
案
上
官
幣
、
一
百
八
十
八
座
国
司

所
レ
祭
、〉

　
　
　

�

小
二
千
六
百
四
十
座
〈
四
百
三
十
三
座
案
下
官
幣
、
二
千
二
百
七

座
国
司
所
レ
祭
、〉

　
　

神
祇
官
祭
神
七
百
三
十
七
座

　
　

�

奠
二
幣
案
上
神
一
三
百
四
座
〈
宮
中
三
十
座
、
京
中
三
座
、
畿
内
、

山
城
国
五
十
三
座
、
大
和
国
一
百
二
十
八
座
、
河
内
国
二
十
三
座
、

和
泉
国
一
座
、
摂
津
国
二
十
六
座
、
東
海
道
、
伊
勢
国
十
四
座
、
伊

豆
国
一
座
、
武
蔵
国
一
座
、
安
房
国
一
座
、
下
総
国
一
座
、
常
陸
国

一
座
、
東
山
道
、
近
江
国
五
座
、
北
陸
道
、
若
狭
国
一
座
、
山
陰
道
、

丹
後
国
一
座
、
山
陽
道
、
播
磨
国
三
座
、
安
芸
国
一
座
、
南
海
道
、

紀
伊
国
八
座
、
阿
波
国
二
座
、〉

　
　

社
一
百
九
十
八
所

　
　

�

座
別
絁
五
尺
、
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
倭
文
一
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五

両
、
庸
布
一
丈
四
尺
、
倭
文
纏
刀
形
、〈
倭
文
三
寸
、〉
絁
纏
刀
形
、

〈
絁
三
寸
、〉
布
纏
刀
形
、〈
布
三
寸
、〉
各
一
口
、
四
座
置
、
八
座

置
各
一
束
、
楯
一
枚
、
槍
鋒
一
竿
、
弓
一
張
、
靫
一
口
、
鹿
角
一
隻
、

鍬
一
口
、
酒
四
升
、
鰒
、
堅
魚
各
五
両
、
腊
二
升
、
海
藻
、
滑
海
藻
、

雑
海
菜
各
六
両
、
塩
一
升
、
酒
坩
一
口
、
裹
葉
薦
五
尺
、

　
　

前
一
百
六
座

　
　

�

座
別
絁
五
尺
、
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
倭
文
一
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五

両
、
倭
文
纏
刀
形
、
絁
纏
刀
形
、
布
纏
刀
形
各
一
口
、
四
座
置
、
八

座
置
各
一
束
、
楯
一
枚
、
槍
鋒
一
竿
、
裹
葉
薦
五
尺
、

　
　

�

不
レ
奠
二
幣
案
上
一
祈
年
神
四
百
三
十
三
座
〈
並
小
、
宮
中
六
座
、
畿

内
、
山
城
国
六
十
九
座
、
大
和
国
一
百
五
十
八
座
、
河
内
国
九
十
座
、

和
泉
国
六
十
一
座
、
摂
津
国
四
十
九
座
、〉

　
　

社
三
百
七
十
五
所
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�

座
別
絁
三
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五
両
、
四
座
置
、
八
座
置
各
一
束
、

楯
一
枚
、
槍
鋒
一
口
、
庸
布
一
丈
四
尺
、
裹
葉
薦
三
尺
、
就
中

六
十
五
座
、
各
加
二
鍬
一
口
、
靫
一
口
一
、二
十
八
座
各
鍬
一
口
、
三

座
各
靫
一
口
、〈
並
見
二
神
名
帳
一
、〉

　
　

前
五
十
八
座

　
　

�

座
別
絁
三
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五
両
、
四
座
置
、
八
座
置
各
一
束
、

楯
一
枚
、
槍
鋒
一
口
、
裹
葉
薦
三
尺
、

　
　
　

�

右
、
神
祇
官
所
レ
祭
、
幣
帛
一
依
二
前
件
一
、
具
レ
数
申
レ
官
、
三
后
、

皇
太
子
御
巫
祭
神
各
八
座
、
並
奠
二
幣
案
上
一
、
但
臨
時
加
減
、

仍
不
レ
入
二
恒
数
一
、
大
神
宮
、
度
会
宮
各
加
二
馬
一
疋
一
、〈
籠
頭

料
庸
布
一
段
、〉
御
歳
社
加
二
白
馬
、
白
猪
、
白
鶏
各
一
一
、
高
御

魂
神
、
大
宮
女
神
、
及
甘
樫
、
飛
鳥
、
石
村
、
忍
坂
、
長
谷
、
吉

野
、
巨
勢
、
賀
茂
、
当
麻
、
大
坂
、
胆
駒
、
都
祁
、
養
布
等
山
口
、

幷
吉
野
、
宇
陀
、
葛
木
、
竹
谿
等
水
分
十
九
社
、
各
加
二
馬
一
疋
一
、

其
神
祇
官
人
以
下
鬘
料
安
芸
木
綿
一
斤
、
中
臣
宣
二
祝
詞
一
料
庸

布
五
段
、
短
帖
一
枚
、〈
月
次
、
大
嘗
鬘
料
、
祝
詞
料
、
及
短
帖

准
レ
此
、〉
前
レ
祭
十
五
日
、
充
二
忌
部
八
人
、
木
工
一
人
一
、
令
レ

造
二
供
神
調
度
一
、〈
但
靫
者
靫
編
氏
作
、
槍
木
者
讚
岐
国
送
納
、

前
レ
祭
五
日
、
令
二
木
工
寮
受
一レ
之
、〉
当
曹
忌
部
官
一
人
監
造
、

若
曹
内
無
二
忌
部
官
人
一
、
及
神
部
之
中
忌
部
不
レ
足
二
九
人
一
者
、

兼
二
取
諸
司
一
充
之
、
其
潔
衣
料
布
、
人
別
二
丈
七
尺
、〈
官
人
細

布
一
端
、〉
一
人
日
米
二
升
、
酒
六
合
、〈
五
位
一
升
、〉
鮨
三
両
、

〈
五
位
五
両
、又
加
二
東
鰒
、烏
賊
、煮
堅
魚
各
二
両
一
、〉塩
二
勺
、

〈
五
位
五
勺
、〉
海
藻
二
両
、
但
木
工
者
、
不
レ
給
二
潔
衣
及
食
一
、

致
斎
之
日
平
明
、
奠
二
幣
物
於
斎
院
案
上
幷
案
下
一
、〈
所
司
預
敷
二

案
下
幣
薦
一
、〉
掃
部
寮
設
二
座
於
内
外
一
、〈
諸
祭
設
レ
座
准
レ
此
、〉

神
祇
官
人
率
二
御
巫
等
一
、
入
レ
自
二
中
門
一
、
就
二
西
庁
座
一
、
東

面
北
上
、大
臣
以
下
入
レ
自
二
北
門
一
、就
二
北
庁
座
一
、〈
大
臣
南
面
、

参
議
以
上
就
二
庁
東
座
一
西
面
、
王
大
夫
就
二
庁
西
座
一
東
面
、〉
御

巫
就
二
庁
下
座
一
、
群
官
入
レ
自
二
南
門
一
、
就
二
南
庁
座
一
、
北
面

東
上
、
神
部
引
二
祝
部
等
一
、
入
立
二
於
西
庁
之
南
庭
一
、
既
而
神

祇
官
人
降
就
二
庁
前
座
一
、大
臣
以
下
及
諸
司
、共
降
就
二
庁
前
座
一
、

中
臣
進
就
レ
座
宣
二
祝
詞
一
、
毎
二
一
段
畢
一
祝
部
称
唯
、
宣
訖
中
臣

退
出
、
大
臣
以
下
諸
司
拍
レ
手
両
段
、
不
二
称
唯
一
、
然
後
皆
還
二

本
座
一
、
伯
命
云
、
奉
レ
班
二
幣
帛
一
、
史
称
唯
、
忌
部
二
人
、
進

夹
レ
案
立
、
史
以
レ
次
、
唱
二
御
巫
及
社
祝
一
、
祝
称
唯
進
、
忌
部

頒
二
幣
帛
一
畢
、〈
大
神
宮
幣
帛
者
、
置
二
別
案
上
一
、
差
レ
使
進
之
、〉

史
還
レ
座
申
二
頒
レ
幣
訖
一
、
諸
司
退
出
、〈
月
次
祭
儀
准
レ
此
、〉

　
　

国
司
祭
祈
年
神
二
千
三
百
九
十
五
座
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�
大
一
百
八
十
八
座
〈
東
海
道
三
十
三
座
、
東
山
道
三
十
七
座
、
北
陸

道
十
三
座
、
山
陰
道
三
十
六
座
、
山
陽
道
十
二
座
、
南
海
道
十
九
座
、

西
海
道
三
十
八
座
、〉

　
　

座
別
糸
三
両
、
綿
三
両
、

　
　

�

小
二
千
二
百
七
座〈
東
海
道
六
百
七
十
九
座
、東
山
道
三
百
四
十
座
、

北
陸
道
三
百
三
十
八
座
、
山
陰
道
五
百
二
十
三
座
、
山
陽
道

百
二
十
四
座
、
南
海
道
百
三
十
四
座
、
西
海
道
六
十
九
座
、〉

　
　

座
別
糸
二
両
、
綿
二
両
、

　
　
　

�

右
、国
司
長
官
以
下
准
レ
例
、散
斎
三
日
、致
斎
一
日
、共
会
祭
之
、

〈
祭
日
幷
班
レ
幣
儀
並
准
二
神
祇
官
一
、〉
其
幣
皆
用
二
正
税
一
、

『
延
喜
式
』
六
月
月
次
祭

　
　

月
次
祭
奠
二
幣
案
上
一
神
三
百
四
座
〈
並
大
〉

　
　

社
一
百
九
十
八
所

　
　

�

座
別
絁
五
尺
、
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
倭
文
一
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五

両
、
倭
文
纏
刀
形
、
絁
纏
刀
形
、
布
纏
刀
形
各
一
口
、
四
座
置
一
束
、

八
座
置
一
束
、
弓
一
張
、
靫
一
口
、
楯
一
枚
、
槍
鋒
一
竿
、
鹿
角
一

隻
、
鍬
一
口
、
庸
布
一
丈
四
尺
、
酒
四
升
、
鰒
、
堅
魚
各
五
両
、
腊

二
升
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
雑
海
菜
各
六
両
、
塩
一
升
、
酒
坩
一
口
、

裹
葉
薦
五
尺
、
祝
詞
座
料
短

一
枚
、

　
　

前
一
百
六
座

　
　

�

座
別
絁
五
尺
、
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
倭
文
一
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五

両
。
四
座
置
一
束
、
八
座
置
一
束
、
楯
一
枚
、
槍
鋒
一
竿
、
裹
葉
薦

五
尺
、

　
　

�

右
、
所
レ
祭
之
神
並
同
二
祈
年
一
、
其
大
神
宮
、
度
会
宮
、
高
御
魂
神
、

大
宮
女
神
各
加
二
馬
一
疋
一
、〈
但
大
神
宮
、
度
会
宮
各
加
二
籠
頭
料

庸
布
一
段
一
、〉
前
レ
祭
五
日
、
充
二
忌
部
九
人
、
木
工
一
人
一
、
令
レ

造
二
供
神
調
度
一
、〈
其
監
造
幷
潔
衣
食
料
、
各
准
二
祈
年
一
、〉
祭
畢

即
中
臣
官
一
人
率
二
宮
主
及
卜
部
等
一
、
向
二
宮
内
省
一
、
卜
下
定
供
二

奉
神
今
食
一
之
小
斎
人
上
、

　
『
延
喜
式
』
の
段
階
で
祈
年
祭
は
全
官
社
三
一
三
二
座
（
二
八
六
一
社
）

を
対
象
と
し
、
そ
の
う
ち
中
央
の
神
祇
官
班
幣
に
七
三
七
座
が
預
か
る
。

神
祇
官
で
頒
布
さ
れ
る
幣
帛
は
案
上
・
案
下
に
区
分
さ
れ
、
案
上
の
幣
帛

は
三
〇
四
座
に
頒
布
さ
れ
、
案
下
の
幣
帛
は
四
三
三
座
に
頒
布
さ
れ
る
。

案
上
の
対
象
神
は
宮
中
・
畿
内
の
大
社
（
二
六
四
座
）
と
全
国
の
有
力
大

社
（
四
〇
座
）
で
あ
り
、
案
下
の
対
象
神
は
宮
中
・
畿
内
の
小
社
で
あ
っ

た
。
残
り
の
官
社
で
あ
る
畿
外
の
大
社
（
一
八
八
座
）・
小
社
（
二
二
〇
七

座
）
を
合
わ
せ
た
二
三
九
五
座
（
二
二
八
八
社
）
は
国
司
が
祭
る
神
々
で
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あ
る
。『
延
喜
式
』
に
は
「
散
斎
三
日
、
致
斎
一
日
」
と
あ
り
、「
祭
日
幷

班
レ
幣
儀
並
准
二
神
祇
官
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
司
の
班
幣
も
神
祇
官

班
幣
と
同
じ
く
「
中
祀
」
の
扱
い
で
あ
り
、
祭
日
・
祭
儀
も
神
祇
官
班
幣

に
准
じ
て
い
た
。
官
幣
と
国
幣
に
分
離
さ
れ
た
の
は
延
暦
十
七
年
以
降
で

あ
り
（『
類
聚
国
史
』
神
祇
十
、
延
暦
十
七
年
九
月
癸
丑
（
七
日
））、
幣

帛
を
受
領
す
る
諸
国
の
祝
部
を
一
斉
に
上
京
さ
せ
る
事
に
は
難
が
多
か
っ

た
た
め
で
あ
っ
た
。
畿
内
の
全
官
社
と
畿
外
の
有
力
数
社
の
み
神
祇
官
班

幣
に
留
め
、
そ
れ
以
外
の
官
社
で
あ
る
畿
外
の
神
社
（『
延
喜
式
』
段
階

に
至
る
と
全
体
の
八
割
）
は
国
司
に
委
託
し
幣
帛
は
正
税
よ
り
支
出
す
る

方
式
を
取
る
事
と
な
っ
た（

（
（

。

　

祈
年
祭
の
対
象
神
の
う
ち
、
案
上
官
幣
の
対
象
神
三
〇
四
座
が
月
次
祭

の
対
象
神
に
相
当
す
る
。
幣
帛
の
品
目
・
数
量
に
関
し
て
は
、
月
次
祭
対

象
神
の
う
ち
、「
社
一
百
九
十
八
所
」は
全
て
祈
年
祭
幣
帛
と
一
致
し
、「
前

一
百
六
座
」
は
祈
年
祭
で
纏
刀
形
が
あ
る
の
に
対
し
月
次
祭
で
は
無
い
点

が
異
な
る
も
の
の
、
他
は
一
致
し
て
い
る
。

　

祈
年
祭
で
は
神
宮
、
高
御
魂
神
、
大
宮
女
神
、
山
口
、
水
分
の
神
々
に

馬
一
匹
が
加
え
ら
れ
る
規
定
が
存
在
す
る
が
、
月
次
祭
で
は
神
宮
と
高
御

魂
神
、
大
宮
女
神
の
み
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
祈
年
祭
で
は
御

年
社
に
対
し
白
馬
・
白
猪
・
白
鶏
が
特
別
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

規
定
は
月
次
祭
に
は
な
く
、
祈
年
祭
の
み
の
特
別
な
規
定
で
あ
る（
（1
（

。

　

ま
た
、『
延
喜
式
』
祈
年
祭
条
に
「
月
次
祭
儀
准
レ
此
」
と
あ
り
、
神

祇
官
で
の
儀
式
次
第
は
祈
年
祭
・
月
次
祭
共
に
同
じ
次
第
で
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

班
幣
儀
に
お
い
て
は
祝
詞
が
宣
読
さ
れ
る
が
、
月
次
祭
の
祝
詞
は
、
祈

年
祭
祝
詞
の
第
三
段
（
御
年
の
皇
神
等
へ
の
詞
）
が
無
く
、
第
二
段
に
お

け
る
以
下
の
詞
に
違
い
が
あ
る
他
は
ほ
ぼ
全
く
同
一
の
詞
章
で
あ
る（
（1
（

。

　
　

�

今
年
二
月
尓
御
年
初
将
賜
登
為
而
、
皇
御
孫
命
宇
豆
能
幣
帛
乎
、
朝
日
能

豊
逆
登
尓
称
辞
竟
奉
久
登
宣
、（
祈
年
祭
）

　
　

�

今
年
能
六
月
月
次
幣
帛〈
十
二
月
者
、云
二
今
年
十
二
月
月
次
幣
帛
一
、〉

明
妙
、
照
妙
、
和
妙
、
荒
妙
備
奉
弖
、
朝
日
能
豊
栄
登
尓
、
皇
御
孫
命
乃

宇
豆
乃
幣
帛
乎
、
称
辞
竟
奉
久
登
宣
、（
月
次
祭
）

　

祈
年
祭
と
月
次
祭
の
祝
詞
に
は
そ
の
催
行
時
期
の
表
現
に
し
か
違
い
は

見
ら
れ
な
い
。祈
年
祭
は「
御
年
」（
年
穀
）の
耕
作
開
始
を
念
頭
に
置
き
、

御
年
の
神
へ
の
詞
章
が
存
在
す
る
祝
詞
で
あ
る
が
、
月
次
祭
に
は
そ
の
文

言
が
無
く
、「
六
月
」
と
「
十
二
月
」
と
い
う
一
年
を
二
つ
に
区
切
っ
た

班
幣
斎
行
時
期
に
し
か
月
次
祭
祝
詞
の
特
徴
を
見
い
出
せ
な
い
。
そ
れ
以

外
で
月
次
祭
に
し
か
存
在
し
な
い
要
素
は
皆
無
だ
か
ら
で
あ
る
。『
令
義
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解
』
に
お
い
て
も
月
次
祭
を
「
与
二
祈
年
祭
一
同
」（
令
釈
、
古
記
も
同
文
）

と
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』
月
次
祭
条
に
「
所
レ
祭
之
神
並
同
二
祈
年
一
」

と
あ
る
よ
う
に
、
対
象
祭
神
は
祈
年
祭
の
案
上
官
幣
対
象
神
と
全
て
一
致

し
て
い
た
。『
延
喜
式
』の
制
か
ら
は
月
次
祭
は
祈
年
祭
の
縮
小
版
で
あ
り
、

神
祇
官
に
お
け
る
班
幣
祭
儀
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
変
わ
り
が
な
か
っ

た
。
一
年
の
初
頭
に
行
わ
れ
、「
御
歳
社
」
へ
の
特
別
な
規
定
が
存
在
す

る
祈
年
祭
は
、
年
穀
の
豊
穣
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
全
官
社
対
象
の
一
年
に

一
度
の
班
幣
祭
祀
で
あ
り
、
月
次
祭
班
幣
は
畿
内
の
神
社
と
畿
外
の
有
力

数
社
の
み
に
規
模
を
縮
小
さ
せ
、
一
年
を
二
つ
に
（
六
月
・
十
二
月
）
区

切
っ
て
行
わ
れ
る
通
常
の
班
幣
祭
祀
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
神
祇
官
班

幣
に
限
り
、
両
祭
の
儀
式
次
第
も
対
象
神
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
成
立
時
期
も
ほ
ぼ
同
時
期
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

西
山
徳
氏（
（1
（

、
早
川
庄
八
氏（
（1
（

な
ど
は
月
次
祭
が
祈
年
祭
よ
り
古
い
も
の
と

し
て
い
る
が
、こ
の
点
は
森
田
悌
氏（
（1
（

、加
藤
優
氏（
（1
（

、古
川
淳
一
氏（
（1
（

ら
に
よ
っ

て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
祈
年
祭
の
成
立
は
天
智
九
年
（
六
七
〇
）
三

月
壬
午
（
九
日
）「
於
二
山
御
井
傍
一
、
敷
二
諸
神
座
一
、
而
班
二
幣
帛
一
。
中

臣
金
連
宣
二
祝
詞
一
。」
の
記
事
を
淵
源
と
し
て（
（1
（

、
天
武
四
年
（
六
七
五
）

正
月
戊
辰
（
二
十
三
日
）「
祭
二
幣
諸
社
一
。（
（1
（

」、「
飛
鳥
浄
御
原
令（
（1
（

」、「
大

宝
令（
（2
（

」と
段
階
的
に
形
成
・
整
備
さ
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。よ
っ

て
、
祈
年
祭
と
同
じ
祭
祀
形
態
の
月
次
祭
班
幣
も
祈
年
祭
と
同
じ
く
七
世

紀
末
以
降
に
段
階
的
に
整
備
さ
れ
、
大
宝
令
に
至
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で

あ
る
。
班
幣
そ
の
も
の
の
構
造
か
ら
考
え
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
神
社
に
対

す
る
幣
帛
頒
布
儀
礼
（
班
幣
）
が
成
立
し
、
そ
れ
が
年
の
初
頭
に
年
穀
豊

饒
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
一
年
に
一
度
の
祈
年
祭
と
、
年
に
二
回
行
わ
れ
る

通
常
の
班
幣
（
月
次
祭
）
に
分
離
し
た
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
月
次
祭
班
幣
儀
を
祈
年
祭
に
従
っ
て
概
観
し
て
お
き
た
い（
（2
（

。『
貞

観
儀
式
』『
延
喜
式
』
の
規
定
に
よ
る
と
、
神
祇
官
斎
院
の
北
庁
の
座
に

大
臣
・
参
議
・
諸
大
夫
ら
が
就
き
、
西
舎
の
座
に
神
祇
官
人
が
就
く
。
群

官
は
南
舎
の
座
に
就
き
、
幣
帛
を
受
け
取
る
祝
部
は
西
舎
南
庭
に
立
つ
。

頒
布
さ
れ
る
幣
帛
は
斎
院
中
央
の
庭
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
儀
式
は
神
祇
官
人
の
中
臣
が
祝
詞
を
宣
読
し
た
後
、
忌
部
の
監
督
下

で
幣
帛
が
参
集
し
た
祝
部
に
受
け
渡
さ
れ
て
終
了
す
る
。
伊
勢
神
宮
へ
は

こ
れ
と
は
別
に
使
い
を
立
て
て
奉
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

班
幣
祭
儀
の
特
徴
は
天
皇
の
直
接
関
与
が
な
く
、
太
政
官
の
監
督
下
で

神
祇
官
が
主
体
と
な
っ
て
執
行
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
幣
帛
を
受
け
取
っ
て

各
神
社
に
奉
る
の
は
神
祇
官
の
管
掌
す
る
祝
部
の
役
目
で
あ
っ
た
。
祝
部

は
在
地
か
ら
選
ば
れ
る
と
は
い
え
そ
の
名
籍
は
神
祇
官
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
、
い
わ
ば
地
方
の
神
祇
官
末
端
官
人
と
も
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
各
神
社
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へ
の
幣
帛
奉
献
の
規
定
・
次
第
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
朝
廷
の
関
心
は

も
っ
ぱ
ら
中
央
で
の
幣
帛
頒
布
の
み
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（
（2
（

。

そ
れ
に
対
し
て
夜
に
行
わ
れ
る
神
今
食
は
、
内
膳
司
な
ど
の
宮
内
省
・
中

務
省
被
官
の
所
司
の
官
人
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
さ
れ
、
天
皇
自
ら
が
食

事
を
神
に
奉
り
、
自
身
も
共
食
す
る
と
い
う
祭
儀
で
あ
っ
た
（
新
嘗
祭
も

同
様（
（2
（

）。
関
与
す
る
主
要
な
官
司
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

夜
の
祭
祀
は
御
饌
の
奉
仕
と
い
う
祭
祀
の
旧
態
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
伺
わ
れ
、
祭
儀
自
体
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
、
月
次
祭
と
新
嘗
祭
の
祭
祀
構
造
は
伊
勢
神
宮
の
月
次
祭
・
神

嘗
祭
と
同
型
で
あ
り
、
神
宮
の
三
節
祭
（
六
月
・
十
二
月
月
次
祭
、
九
月

神
嘗
祭
）
は
朝
廷
で
の
天
皇
祭
祀
（
六
月
・
十
二
月
神
今
食
、
十
一
月
新

嘗
祭
）
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る（
（2
（

。
事
実
、
神
宮

の
三
節
祭
は
朝
の
儀
式
（
大
神
宮
司
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
）
と
夜
の
御

饌
奉
仕
（
在
地
奉
仕
者
で
あ
る
禰
宜
・
物
忌
・
内
人
な
ど
の
み
で
執
行
さ

れ
る
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り（
（2
（

、
そ
の
点
朝
の
班
幣
儀
と
夜
の
神
膳

親
供
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
朝
廷
の
月
次
祭
・
新
嘗
祭
と
そ
の
構
成
・
一

年
毎
の
回
数
（
年
三
度
）
が
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
ま
ず
夜
の
御
饌
奉
仕
が
行
わ
れ
た
後
に
朝
の
儀
式

が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
朝
廷
で
は
朝
の
班
幣
が
行
わ
れ
て
か
ら
夜
の
祭

儀
が
行
わ
れ
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
単
純
に
朝
の
儀
式
で

あ
り
、
か
つ
御
饌
奉
仕
に
伴
う
と
の
理
由
で
朝
廷
で
の
朝
の
班
幣
儀
と
神

宮
で
の
朝
の
儀
式
を
同
一
の
も
の
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。し
か
し
、

夜
の
御
饌
奉
仕
に
関
し
て
は
そ
の
場
所
こ
そ
異
な
れ
、
対
象
が
天
皇
の
祖

神
（
天
照
大
神
）
で
あ
る
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
た
め
、
両
者
が
同
一
の

目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
天
照
大
神
が

天
皇
の
宮
殿
か
ら
伊
勢
に
鎮
座
し
た
伝
承
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
節
で
は
古
代
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
祈
年
祭
と
月
次
祭
幣
帛
の
位
置
付

け
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

三
、
古
代
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
月
次
祭
幣
帛
の
取
り
扱
い

　

ま
ず
『
延
暦
儀
式
帳((2

(

』
に
基
づ
い
て
延
暦
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
三
節

祭
朝
の
祭
儀
を
確
認
し
て
行
き
た
い
。

二
月
祈
年
祭

　

延
暦
の
頃
は
神
宮
で
の
祈
年
祭
は
十
二
日
に
行
わ
れ
て
い
た（
（2
（

。
ま
ず
外

宮
で
の
祭
儀
が
行
わ
れ
、
終
了
し
た
後
「
即
内
宮
参
入
」
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。
外
宮
（『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』）
で
は
「
年
祈
幣
帛
使
参
入
弖
、
幣

帛
進
時
行
事
」
と
し
て
、
内
宮
（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』）
で
は
「
以
二�

十
二
日
一
、
年
祈
幣
帛
使
参
入
坐
弖
、
幣
帛
進
奉
時
行
事
」
と
し
て
ど
ち
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ら
も
二
月
月
記
に
儀
式
次
第
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

儀
式
次
第
の
概
要
は
両
宮
共
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
禰
宜
（
と
宇
治
大
内

人
）
が
先
頭
に
立
ち
、
大
神
宮
司
、
幣
帛
を
捧
げ
持
つ
内
人
、
御
馬
飼
内

人
が
御
馬
を
引
き
、
幣
帛
使
（
中
臣
）、
内
人
ら
が
列
立
し
て
参
入
す
る
。

大
神
宮
司
、
禰
宜
、
幣
帛
使
ら
は
正
殿
に
向
か
っ
て
跪
き
て
座
し
、
ま
ず

大
神
宮
司
が
告
刀
を
奏
上
す
る
。
続
い
て
物
忌
父
を
し
て
太
玉
串
の
供
進

が
行
わ
れ
、
両
段
再
拝
が
終
わ
り
て
高
宮
（
外
宮
）
へ
向
か
い
（
内
宮
は
、

正
殿
へ
の
両
断
再
拝
の
後
、使
・
大
神
宮
司
は
外
の
直
会
殿
の
座
に
就
き
、

禰
宜
・
内
人
ら
は
荒
祭
宮
へ
向
か
い
、
荒
祭
宮
の
正
殿
に
幣
帛
を
奉
納
す

る
）、
終
わ
り
て
直
会
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、幣
帛
使
で
あ
る
中
臣
の
参
入
は
あ
る
も
の
の
、

祝
詞
を
奏
上
す
る
の
は
大
神
宮
司
で
あ
る
点
と
、
祈
年
祭
幣
帛
の
正
宮
へ

の
奉
納
場
所
が
全
く
明
記
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
（
内
宮
の
第
一
別
宮

荒
祭
宮
は
正
殿
に
幣
帛
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
別
宮
に
お
け

る
取
り
扱
い
で
あ
り
、
正
宮
と
同
等
に
は
考
え
ら
れ
な
い（
（2
（

）。
但
し
外
宮

で
は
「
時
時
勅
使
幣
帛
使
参
入
弖
、
幣
帛
奉
進
行
事
弖
、
月
次
幣
帛
進
時

行
事
同
。
但
幣
帛
物
等
波
、
正
殿
開
奉
弖
進
入
。」
と
の
記
述
が
あ
る
。
し

か
し
こ
の
記
述
だ
け
で
は
正
殿
に
奉
納
す
る
時
は
月
次
祭
な
の
か
、
そ
れ

以
外
の
時
（
臨
時
の
奉
幣
な
ど
）
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
だ
が
恐
ら
く

臨
時
奉
幣
の
際
は
幣
帛
を
正
殿
に
奉
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
、
両
宮
共
に
祈
年
祭
幣
帛
を
正
殿
に
奉
納
す
る
も
の
と
し
て
記
述
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う（
（2
（

。

　

ま
た
、
二
月
に
は
三
節
祭
で
使
用
さ
れ
る
稲
の
御
田
の
耕
作
開
始
行
事

が
「
初
子
日
」
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
事
は
神
宮
祈
年
祭
と
祭
日
が

連
動
し
て
お
ら
ず
、
朝
廷
側
の
幣
帛
奉
納
儀
と
神
宮
側
の
既
存
の
農
耕
行

事
が
別
構
造
で
併
存
さ
れ
て
い
た（
（3
（

。

六
月
月
次
祭

　

外
宮
に
お
け
る
十
五
日
夜
半
の
朝
大
御
饌
夕
大
御
饌
（
二
度
の
御
饌
供

進
）
が
終
わ
り
て
、
十
六
日
に
斎
内
親
王
（
斎
王
）
が
参
入
し
、
太
玉
串

の
奉
納
が
あ
る
。
続
い
て
禰
宜
、
大
神
宮
司
、
神
郡
所
進
の
赤
曳
調
糸
を

持
っ
た
内
人
ら
が
参
入
し
、
大
神
宮
司
の
告
刀
奏
上
が
あ
っ
て
、
太
玉
串

の
供
進
、
東
宝
殿
に
御
調
糸
の
奉
納
が
あ
り
、
両
断
再
拝
の
後
、
第
一
別

宮
へ
も
拝
礼
が
行
わ
れ
、
直
会
へ
と
移
る
。
十
六
日
夜
半
に
は
内
宮
で
朝

大
御
饌
夕
大
御
饌
が
行
わ
れ
、
十
七
日
に
右
と
同
様
の
儀
式
が
内
宮
で
も

行
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
な
の
が
、
神
祇
官
で
用
意
さ
れ
た
月
次
祭
班
幣
の
幣
帛
を

奉
納
す
る
所
作
が
神
宮
月
次
祭
の
儀
式
次
第
に
全
く
記
述
さ
れ
て
い
な
い

点
で
あ
る
。
外
宮
で
は
六
月
月
記
の
末
尾
に
「
六
月
月
次
幣
帛
使
参
入
、

幣
帛
奉
進
時
行
事
二
月
月
次
幣
帛
進
奉
時
同
行
事
」
と
あ
り
、
内
宮
で
も
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六
月
月
記
の
末
尾
に
「
供
二
奉
月
次
幣
帛
一
使
参
入
弖
、
幣
帛
供
奉
時
行
事
、

具
如
二
月
月
次
幣
帛
供
進
時
行
事
同
。」
と
あ
る
。
こ
の
内
宮
の
条
文
に

関
し
中
川
経
雅
は
「
延
暦
の
比
は
定サ
ダ
マ

る
日
無
く
参
宮
あ
り
。
仍
今
日

十
七
日
斎
王
御
参
、
神
宮
行
事
而
已
に
て
、
月
次
ノ
御
使
参
る
事
注
さ

ず（
（3
（

」
と
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
延
暦
の
頃
、
月
次
祭
班
幣
の
神
宮
に
対
す
る
幣
帛
は
神
宮
月

次
祭
（
十
六
・
十
七
日
）
に
届
い
て
い
な
か
っ
た（
（3
（

。
ま
た
、
届
く
祭
日
も

明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、延
暦
の
頃
、月
次
祭
へ
幣
帛
の
届
く
日
付
は
定
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
（3
（

。
そ
の
幣
帛
の
奉
納
も
二
月
の
祈
年
祭
幣

帛
と
同
様
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
、
古
代
神
宮
に
と
っ
て
祈
年
祭
幣
帛
と
月

次
祭
幣
帛
は
同
程
度
の
扱
い
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
藤
森
馨
氏

は
、
月
次
祭
幣
帛
奉
納
儀
は
朝
廷
の
班
幣
儀
に
応
じ
た
祭
祀
に
過
ぎ
ず
、

神
宮
月
次
祭
そ
の
も
の
に
朝
廷
か
ら
の
使
者
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る（
（3
（

。

　

但
し
、
内
宮
十
九
日
月
読
宮
祭
、
二
十
三
日
瀧
原
宮
祭
、
二
十
五
日
伊

雑
宮
祭
に
は
「
朝
廷
幣
帛
」
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
六
月
十
九
日
以
前
に

は
朝
廷
か
ら
の
使
者
が
参
入
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

九
月
神
嘗
祭

　

九
月
神
嘗
祭
も
六
月
月
次
祭
と
同
様
の
日
程
で
行
わ
れ
る
。
儀
式
次
第

は
、
斎
王
の
太
玉
串
奉
納
が
あ
り
、
禰
宜
、
大
神
宮
司
、
忌
部
（
幣
帛
を

捧
げ
立
つ
）、御
馬
、使
の
中
臣
、使
の
王
、内
人
ら
が
列
立
し
て
参
入
し
、

中
臣
の
告
刀
奏
上
、大
神
宮
司
の
告
刀
奏
上
が
あ
り
、太
玉
串
供
進
の
後
、

朝
廷
幣
帛
、
御
衣
（
禰
宜
ら
が
織
り
奉
る
）
を
正
殿
に
奉
納
し
、
御
馬
鞍

具
を
東
宝
殿
（
外
宮
で
は
西
宝
殿
）
に
奉
納
す
る
。

　

神
嘗
祭
が
月
次
祭
と
相
違
す
る
点
は
、
王
・
中
臣
・
忌
部
が
参
列
し
、

朝
廷
か
ら
の
幣
帛
奉
納
が
神
宮
神
嘗
祭
の
儀
式
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
二
月
祈
年
祭
に
存
在
し
な
か
っ
た
使
の
中
臣
の
祝
詞
奏
上
が

あ
り
、
さ
ら
に
朝
廷
幣
帛
は
正
殿
に
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
祈
年
祭
幣
帛
の

取
り
扱
い
と
は
対
蹠
的
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
九
月
神
嘗
祭
に
は
延
暦
の
頃
か
ら
例
幣
の
奉
納
が
連
動
し
て

い
た
。
例
幣
発
遣
は
天
皇
の
出
御
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
六
月
月
次
祭
班

幣
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（
（3
（

。

　
『
延
暦
儀
式
帳
』
に
基
づ
く
と
、
神
祇
官
幣
帛
で
あ
る
祈
年
祭
幣
帛
と

月
次
祭
幣
帛
は
伊
勢
神
宮
に
と
っ
て
は
特
段
変
わ
り
の
な
い
幣
帛
で
あ

り
、
そ
の
奉
納
儀
は
神
宮
側
に
備
わ
っ
た
体
制
で
行
わ
れ
る
既
存
の
二
月

御
田
耕
作
開
始
行
事
や
六
月
神
宮
月
次
祭
の
御
饌
奉
仕
・
赤
引
糸
奉
納
と

は
別
構
造
で
あ
っ
た
。
御
田
の
稲
は
神
宮
月
次
祭
・
神
嘗
祭
に
て
天
照
大

神
に
奉
る
も
の
で
あ
り
、
神
宮
に
お
け
る
月
次
祭
・
神
嘗
祭
（
三
節
祭
）

は
天
照
大
神
を
伊
勢
の
地
に
て
祭
る
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
年
に
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一
度
行
わ
れ
る
神
嘗
祭
は
月
次
祭
に
比
し
て
よ
り
重
要
で
あ
り
、
天
皇
か

ら
の
幣
帛
奉
納
儀
が
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
『
延
喜
式
』
規
定
を
見
て
行
き
た
い
。

二
月
祈
年
祭

　
『
延
喜
式
』
で
は
二
月
四
日
に
神
祇
官
で
の
班
幣
が
あ
り
、
二
月
九
日

が
神
宮
で
の
祈
年
祭
の
祭
日
で
あ
ろ
う
（
鎌
倉
期
の
『
皇
太
神
宮
年
中
行

事
』
で
も
二
月
九
日
）。『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
二
月
丁

巳
（
四
日
）
に
祈
年
祭
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
が
二
月
四
日
祈
年
祭
の
初

見
で
あ
る
。
祈
年
祭
の
祭
日
が
二
月
四
日
に
固
定
し
た
の
は
『
弘
仁
式
』

編
纂
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　
『
延
喜
式
』
所
収
の
神
宮
二
月
祈
年
祭
祝
詞
は
奉
幣
使
の
奏
上
す
る
祝

詞
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
延
暦
儀
式
帳
』
と
『
延
喜
式
』
に
お
け

る
相
違
点
は
、
祝
詞
奏
上
者
が
大
神
宮
司
か
ら
朝
使
に
変
更
さ
れ
て
い
た

点
で
あ
る
。
ま
た
、「
高
宮
、
荒
祭
宮
使
自
進
奉
、
余
宮
令
二
禰
宜
等
奉
一
」

と
の
注
記
が
『
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
』
に
あ
り
、
延
暦
の
頃
、
内
宮
で
は

正
宮
で
の
儀
式
の
後
直
会
殿
に
大
神
宮
司
と
使
は
移
り
、
禰
宜
以
下
の
み

で
荒
祭
宮
の
儀
式
を
行
っ
て
い
た
の
が
、
幣
帛
使
自
ら
幣
帛
を
奉
る
よ
う

規
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
延
暦
に
比
べ
て
『
延
喜
式
』
で

は
幣
帛
使
の
役
割
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

六
月
月
次
祭

　

日
程
は
延
暦
の
頃
と
変
わ
ら
な
い
。
儀
式
次
第
は
、
斎
王
が
参
入
し
て

太
玉
串
を
奉
り
、
禰
宜
、
大
神
宮
司
、
幣
物
・
馬
、
朝
使
が
列
立
し
、
ま

ず
使
の
中
臣
が
祝
詞
を
奏
上
し
、
次
に
大
神
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
す
る
。

幣
帛
は
内
財
殿
（
東
宝
殿
）
に
奉
納
さ
れ
る
（
儀
式
次
第
に
は
省
略
さ
れ

て
い
る
が
、
太
玉
串
、
赤
引
糸
の
準
備
は
規
定
さ
れ
て
い
る
）。

　
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
は
、
神
宮
月
次
祭
に
月
次
祭
班
幣
の
幣
帛
奉
納

儀
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
二
月
祈
年
祭
で
祝
詞
奏
上
者
が
大
神
宮
司
か

ら
幣
帛
使
（
中
臣
）
に
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

延
暦
か
ら
『
延
喜
式
』
の
規
定
に
至
る
ま
で
の
間
に
朝
廷
発
遣
の
奉
幣
使

の
位
置
付
け
が
上
が
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥

三
年
（
八
五
〇
）
三
月
辛
巳
（
三
日
）
に
大
中
臣
淵
魚
の
卒
伝
記
事
が
あ

り
、
淵
魚
は
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
か
ら
承
和
九
年
（
八
四
二
）
ま
で
「
兼

掌
二
伊
勢
大
神
宮
祭
主
一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
奉
幣
使
の
位
置
付
け
の
上

昇
は
使
と
な
る
中
臣
氏
の
職
責
の
増
大
を
意
味
し
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）

の
祭
主
設
置
は
神
宮
祈
年
祭
・
月
次
祭
に
お
け
る
幣
帛
奉
納
の
重
視
と
連

動
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
（3
（

。ま
た
、『
弘
仁
式
』は
延
暦
二
十
年（
八
〇
一
）

頃
に
一
度
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
中
断
を
経
て
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
に
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奏
進
さ
れ
て
お
り
、『
弘
仁
式
』
編
纂
が
奉
幣
使
重
視
の
背
景
に
あ
っ
た

も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　

九
月
神
嘗
祭
は
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
も
延
暦
の
頃
と
ほ
ぼ
同
じ
次
第

で
行
わ
れ
て
い
る
。

小
結

　

延
暦
の
頃
、
神
宮
月
次
祭
と
神
祇
官
で
の
月
次
祭
班
幣
は
連
動
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
神
嘗
祭
と
例
幣
が
連
動
し
て
い
た
点
と
対
蹠
的
で

あ
る
。『
延
暦
儀
式
帳
』
に
は
月
次
祭
幣
帛
の
奉
納
は
「
具
如
二
月
月
次

幣
帛
供
進
時
行
事
同
」（
内
宮
）
と
し
て
お
り
、
月
次
祭
幣
帛
は
、
天
社

国
社
の
神
々
へ
一
律
に
幣
帛
を
頒
布
す
る
と
い
う
国
家
の
理
念
に
基
づ
い

て
設
定
さ
れ
た
祈
年
祭
幣
帛
と
同
様
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
弘
仁

年
間
以
後
、
神
宮
月
次
祭
と
月
次
祭
奉
幣
は
連
動
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

奉
幣
使
の
位
置
づ
け
が
上
が
っ
た
結
果
で
あ
り
、
月
次
祭
班
幣
と
神
宮
月

次
祭
は
別
種
の
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
本
来
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る（
（3
（

。

　

本
来
、
神
宮
月
次
祭
に
月
次
幣
帛
の
奉
納
が
連
動
す
る
も
の
で
な
い
と

す
れ
ば
、
古
代
の
伊
勢
神
宮
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
単
に
朝
使
の
到
る
日
が

一
定
で
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
祈
年
祭
班
幣
も
月
次
祭
班
幣
も
同
様

に
朝
廷
側
の
都
合
で
幣
帛
が
発
遣
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
宮
独
自
の
祭

儀
と
は
別
構
造
で
併
存
す
る
形
が
本
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
天
皇
の
皇
祖
神
を
祭
る
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
す
ら
上
記
の
構
造
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
他
の
神
社
に
お
い
て
も
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想

定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
祈
年
祭
と
月
次
祭
の
規
定
か
ら
も
、
両
班
幣
祭

祀
は
そ
の
規
模
と
斎
行
時
期
に
し
か
大
き
な
違
い
は
見
出
さ
れ
ず
、
神
祇

官
班
幣
儀
そ
の
も
の
に
全
く
違
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
祈
年
祭
と
月
次

祭
の
班
幣
祭
祀
は
同
一
の
理
念
と
構
造
の
下
で
執
行
さ
れ
、
同
種
の
祭
祀

と
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

　
　
　

四
、
新
嘗
祭
班
幣
に
つ
い
て

　

こ
こ
か
ら
は
新
嘗
班
幣
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
行
き
た
い
。

『
四
時
祭
式
』

　
　

新
嘗
祭
奠
二
幣
案
上
一
神
三
百
四
座
〈
並
大
〉

　
　

社
一
百
九
十
八
所

　
　

�

座
別
絁
五
尺
、
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
倭
文
一
尺
、
木
綿
二
両
、
麻
五

両
、
四
座
置
一
束
、
八
座
置
一
束
、
楯
一
枚
、
槍
鋒
一
竿
、
社
別
庸
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布
一
丈
四
尺
、
裹
葉
薦
五
尺
、

　
　

前
一
百
六
座

　
　

座
別
幣
物
准
二
社
法
一
、
但
除
二
庸
布
一
、

　
　
　

�

右
、
中
卯
日
、
於
二
此
官
斎
院
一
、
官
人
行
事
、〈
諸
司
不
二
供
奉
一
、〉

但
頒
レ
幣
及
造
二
供
神
物
一
料
度
、
中
臣
祝
詞
料
准
二
月
次
祭
一
、

　

新
嘗
祭
班
幣
の
対
象
神
社
は
月
次
祭
班
幣
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、「
社

一
百
九
十
八
所
」
に
対
す
る
幣
帛
の
品
目
は
祈
年
祭
・
月
次
祭
に
比
べ
纏

刀
形
、
弓
、
靫
、
鹿
角
、
鍬
、
酒
、
鰒
、
堅
魚
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
雑
海

菜
、
塩
、
酒
坩
が
減
っ
て
い
る
。
海
産
物
や
酒
が
幣
帛
に
存
在
せ
ず
、
布

帛
類
・
武
具
類
の
み
で
幣
帛
が
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
新

嘗
祭
班
幣
に
お
け
る
「
社
一
百
九
十
八
所
」
の
幣
帛
は
、
結
果
と
し
て
、

月
次
祭
「
前
一
百
六
座
」
の
幣
帛
に
「
庸
布
一
丈
四
尺
」
を
加
え
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
新
嘗
祭
班
幣
は
月
次
祭
班
幣
よ
り
規
模
を
縮
小
さ
せ
た

幣
帛
構
成
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
四
時
祭
式
』
の
規
定
（
下
線
部
）
か
ら
、
新
嘗
祭
班
幣
は
神

祇
官
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、「
諸
司
不
二
供
奉
一
」
と
あ
る
の
で
、
大
臣
・

百
官
等
の
供
奉
は
存
在
し
な
い
が
、
祭
神
の
数
や
、
幣
帛
の
準
備
等
は
月

次
祭
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
か
ら
、
新
嘗
祭
班
幣
は
月
次
祭
班
幣
よ
り
も
小
規
模
で
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
準
備
・
儀
式
次
第
の
基
本
は
月
次
祭
班
幣
に
准
じ
た
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

注
意
す
べ
き
は
、『
延
暦
儀
式
帳
』
十
一
月
月
記
に
新
嘗
祭
幣
帛
の
記

事
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
延
暦
儀
式
帳
』
十
一
月
例
に
は
、
当

月
の
宿
直
の
事
と
、
晦
日
の
大
祓
（
翌
月
が
十
二
月
月
次
祭
の
た
め
）
の

記
事
し
か
存
在
し
な
い
。
古
代
伊
勢
神
宮
で
は
新
嘗
祭
も
新
嘗
祭
幣
帛
奉

納
儀
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
に
お
い
て
も
、
十
一
月
中
辰
日
に
斎
王
の
新

嘗
会
の
直
会
に
供
奉
す
る
た
め
斎
宮
に
参
る
記
事
は
あ
る
が
、
新
嘗
祭
幣

帛
の
記
事
は
延
暦
と
同
様
に
存
在
し
な
い
。『
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
』
に

も
十
一
月
新
嘗
祭
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
新
嘗

祭
班
幣
の
神
宮
に
対
す
る
幣
帛
は
神
祇
官
に
て
準
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
が
、
神
宮
へ
の
奉
幣
使
は
発
遣
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
べ
き
で

あ
る
。

　

で
は
、
新
嘗
祭
班
幣
の
意
義
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
延
喜
祝
詞
式
』
大
嘗
祭

　
　

�

集
侍
神
主
・
祝
部
等
諸
聞
食
登
宣
、

　
　

�
高
天
原
尓
神
留
坐
皇
睦
神
漏
伎
神
漏
弥
命
以
、
天
社
国
社
登
敷
坐
留
皇

神
等
前
尓
白
久
、
今
年
十
一
月
中
卯
日
尓
、
天
都
御
食
能
長
御
食
能
遠
御
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食
登
、
皇
御
孫
命
能
大
嘗
聞
食
牟
為
故
尓
、
皇
神
等
相
宇
豆
乃
比
奉
弖
、

堅
磐
尓
常
磐
尓
斎
比
奉
利
、
茂
御
世
尓
幸
閉
奉
牟
尓
依
弖
志
千
秋
五
百
秋
尓
平
久

安
久
聞
食
弖
、
豊
明
尓
明
坐
牟
皇
御
孫
命
能
、
宇
豆
能
幣
帛
乎
、
明
妙
、

照
妙
、
和
妙
、
荒
妙
尓
備
奉
弖
、
朝
日
豊
栄
登
尓
、
称
辞
竟
奉
久
乎
、
諸

聞
食
登
宣
、

　
　

�

事
別
、
忌
部
能
弱
肩
尓
太
襁
取
挂
弖
、
持
由
麻
波
利
仕
奉
礼
留
幣
帛
乎
、

神
主
・
祝
部
等
請
弖
、
事
不
レ
落
捧
持
弖
奉
登
宣
、

　

新
嘗
祭
班
幣
に
当
た
っ
て
中
臣
が
宣
読
す
る
祝
詞
に
お
い
て
、「
皇
御

孫
命
能
大
嘗
聞
食
牟
為
故
尓
」
と
あ
り
、
天
皇
が
「
大
嘗
」
を
聞
こ
し
食
す

こ
と
を
理
由
に
祝
詞
が
祝
部
に
宣
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

記
述
は
「
大
嘗
祭
祝
詞
」（
毎
年
の
新
嘗
祭
で
宣
読
さ
れ
る
）
独
自
の
も

の
で
あ
り
、
月
次
祭
祝
詞
（
ほ
ぼ
祈
年
祭
と
同
文
）
に
天
皇
親
祭
を
伺
わ

せ
る
箇
所
は
存
在
し
な
い
。

　

ま
た
、
祝
詞
の
詞
章
に
は
「
皇
神
等
相
宇
豆
乃
比
奉
」
と
あ
り
、
こ
の

「
あ
ひ
う
づ
の
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
八
の
陸
奥
の
国
よ

り
金
が
産
出
し
た
際
の
詔
書
を
賀
す
大
伴
家
持
の
歌
（
四
〇
九
四
）、『
続

日
本
紀
』
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
正
月
乙
巳
（
十
一
日
）
の
宣
命
（
第
四

詔
）、
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
（
一
日
）
の
宣
命
（
第
十
三
詔
）
に
「
あ

ひ
う
づ
な
ひ
」
と
し
て
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
全
て
、
銅
・
金
の
産

出
は
「
天
地
乃
神
」（
万
葉
集
）「
天
坐
神
地
坐
祇
（
神
）」（
宣
命
）
が
「
あ

ひ
う
づ
な
ひ
」、
さ
き
は
へ
奉
っ
た
事
に
依
る
、
と
い
う
文
脈
で
使
用
さ

れ
て
い
る
。「
う
づ
な
ひ
」
と
は
「
う
づ
」（
貴
・
珍
）
の
動
詞
形
「
う
づ

な
ふ
」
で
あ
り
、
直
訳
す
れ
ば
「
貴
重
な
も
の
と
す
る
」
と
い
う
意
と
な

る
。
意
訳
す
れ
ば
、
天
神
地
祇
の
神
々
が
共
に
喜
ば
し
い
も
の
と
し
、
栄

え
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
銅
・
金
が
産
出
さ
れ
た
、
と
い
う
意
に
な
る
だ
ろ

う
。

　
「
大
嘗
祭
祝
詞
」
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
新
嘗
に
際
し
、
皇
神
た
ち
が

共
に
貴
い
も
の
と
し
て
斎
い
、天
皇
の
御
世
の
繁
栄
を
奉
る
こ
と
に
よ
り
、

御
世
が
長
久
と
な
り
、
新
嘗
祭
翌
日
の
豊
明
節
会
で
良
い
顔
色
と
な
る
天

皇
の
幣
帛
（
皇
神
た
ち
に
奉
献
さ
れ
る
）
の
賛
辞
を
申
す
、
と
い
う
文
脈

で
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
大
嘗
祭
祝
詞
」
の
文
意
を
鑑
み
れ
ば
、
新
嘗
祭

班
幣
で
諸
神
に
幣
帛
を
奉
る
の
は
、
天
皇
の
新
嘗
祭
の
成
功
と
天
皇
の
御

世
の
繁
栄
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
嘗
祭
班
幣

は
天
皇
親
祭
の
前
段
行
事
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
の
点
、

「
大
嘗
祭
祝
詞
」
の
詞
章
（
下
線
部
）
に
相
当
す
る
箇
所
が
祝
詞
に
全
く

存
在
し
な
い
祈
年
祭
・
月
次
祭
班
幣
と
、
そ
の
目
的
が
明
瞭
に
異
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
天
社
国
社
」
へ
幣
帛
を
頒
布
し
て
奉

る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
た
祈
年
・
月
次
班
幣
に
対
し
て
、
天
皇
親
祭
の

付
属
行
事
と
し
て
の
班
幣
祭
祀
と
い
う
位
置
付
け
を
新
嘗
祭
班
幣
は
持
っ
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て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
規
模
が
月
次
班
幣
よ
り
も
縮
小
化
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
あ
く
ま
で
新
嘗
祭
の
目
的
は
班
幣
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
天
皇

が
自
ら
天
照
大
神
を
祭
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

新
嘗
祭
は
臣
下
と
の
直
来
で
あ
る
豊
明
節
会
が
付
随
し（
（3
（

、
鎮
魂
祭
も
連

動
す
る（
（3
（

、
一
年
に
一
度
の
「
嘗
」
祭
で
あ
る
。
一
年
に
二
度
行
わ
れ
る
神

今
食
は
新
嘗
祭
と
ほ
ぼ
同
じ
天
皇
親
祭
で
あ
る
が
、
豊
明
節
会
と
鎮
魂
祭

は
そ
の
前
後
に
行
わ
れ
て
い
な
い（
（4
（

。
新
嘗
祭
は
年
三
回
行
わ
れ
る
恒
例
の

天
皇
親
祭
の
内
、
最
重
要
で
あ
り
、
神
今
食
に
比
し
て
国
家
と
の
連
動
性

が
高
く
規
模
を
拡
大
し
た
天
皇
親
祭
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
新
嘗
祭

班
幣
が
天
皇
親
祭
の
前
段
行
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
も
こ
の
点
に

理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
新
嘗
祭
班
幣
の
行
わ
れ
た
日
の
す
ぐ

夜
半
に
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
頒
布
さ
れ
た
幣
帛
が
各
神

社
に
届
い
て
い
る
か
が
全
く
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
朝
廷
の

関
心
が
も
っ
ぱ
ら
班
幣
儀
に
の
み
あ
っ
た
こ
と
は
祈
年
祭
・
月
次
祭
班
幣

と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
皇
親
祭
前
段
行
事
で
あ
っ
た
新
嘗
祭
班
幣

も
同
じ
で
あ
っ
た
。
朝
廷
側
と
し
て
は
、
天
皇
の
新
嘗
に
あ
た
っ
て
諸
神

に
幣
帛
が
頒
布
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良
か
っ
た
の
で
あ
り
、
各
神
社
側

で
の
幣
帛
奉
納
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
新
嘗
祭
班
幣
が
天
皇
親
祭
の

前
段
行
事
で
あ
っ
て
も
、
班
幣
自
体
は
朝
廷
側
の
理
念
に
基
づ
き
、
神
祇

官
で
自
己
完
結
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

新
嘗
祭
班
幣
に
際
し
て
伊
勢
神
宮
へ
幣
帛
使
が
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
恐
ら
く
、
伊
勢
神
宮
の
「
嘗
」
祭
で
あ
る
九
月
神
嘗
祭
に
対
し
て

既
に
例
幣
が
発
遣
済
み
で
あ
る
た
め
に
、
天
皇
の
「
嘗
」
祭
で
あ
る
十
一

月
新
嘗
祭
に
伴
う
班
幣
で
は
、
神
宮
へ
奉
幣
を
立
て
る
必
要
性
が
認
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
照
大
神
を
祭
る
「
嘗
」
祭
は
九
月

の
伊
勢
神
嘗
祭
と
十
一
月
の
宮
中
新
嘗
祭
で
完
結
し
て
お
り
、
両
者
は
斎

行
時
期
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
意
義
・
意
味
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
こ
の
点
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

新
嘗
祭
班
幣
の
成
立
に
関
す
る
管
見
に
入
っ
た
唯
一
の
専
論
で
あ
る
黒

崎
輝
人
氏
の
「
新
嘗
祭
班
幣
の
成
立（
（4
（

」
は
、
祈
年
祭
班
幣
と
月
次
祭
班
幣

こ
そ
が
同
一
種
の
祭
祀
で
あ
っ
て
、
新
嘗
祭
班
幣
の
み
が
異
質
で
あ
り
、

新
嘗
祭
班
幣
は
天
皇
の
神
事
を
予
め
神
々
に
承
認
さ
せ
る
行
事
と
し
て
桓

武
朝
に
設
定
さ
れ
、
令
制
当
初
に
お
い
て
は
相
嘗
祭
班
幣
こ
そ
が
後
代
の

新
嘗
祭
班
幣
の
位
置
を
与
え
ら
れ
た
、
と
し
て
い
る
。

　

黒
崎
氏
の
班
幣
に
関
す
る
見
解
は
筆
者
と
同
じ
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ

る
が
、
新
嘗
祭
班
幣
の
設
置
時
期
に
は
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
相
嘗
祭

は
対
象
社
の
神
主
が
幣
帛
を
受
け
取
っ
て
祭
祀
を
執
行
す
る
形
態
を
と

り（
（4
（

、大
和
を
中
心
と
し
た
氏
族
奉
斎
社
・
古
社
へ
の
委
託
祭
祀（
（4
（

で
あ
っ
た
。

天
社
国
社
の
神
々
へ
祝
部
を
介
し
て
班
幣
を
行
う
新
嘗
祭
班
幣
と
は
別
構
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造
の
祭
祀
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
新
嘗
祭
班
幣
が
令
制
当
初
か
ら
月
次
祭
班

幣
の
儀
式
に
倣
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
新
嘗
祭
班
幣
の
実
施
例
に
関
す
る
史
料

は
存
在
せ
ず
、新
嘗
祭
班
幣
の
成
立
時
期
を
推
測
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　

新
嘗
祭
班
幣
と
同
じ
く
、
践
祚
大
嘗
祭
に
お
い
て
も
十
一
月
卯
日
に
班

幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
践
祚
大
嘗
祭
式
』

　
　

�

卯
日
平
明
、
神
祇
官
班
二
幣
帛
於
諸
神
一
、〈
謂
下
祈
年
奠
二
幣
案
上
一

者
上
、〉
座
別
絁
五
尺
、
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
倭
文
一
尺
、
木
綿
二
両
、

麻
五
両
、
四
座
置
一
束
、
八
座
置
一
束
、
楯
一
枚
、
槍
一
竿
、
裹
葉

薦
六
尺
、
庸
布
一
丈
四
尺
、〈
前
神
除
レ
布
、〉

　

大
嘗
祭
に
際
す
る
班
幣
の
幣
帛
は
、
裹
葉
薦
が
新
嘗
祭
よ
り
一
尺
増
え

て
い
る
他
は
新
嘗
祭
班
幣
と
一
致
す
る
。
大
嘗
祭
卯
日
の
班
幣
は
毎
年
の

新
嘗
祭
班
幣
と
同
形
式
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

大
嘗
祭
に
際
し
て
は
、
こ
の
卯
日
の
班
幣
と
は
別
に
、
天
神
地
祇
へ
の

奉
幣
、
伊
勢
へ
の
由
奉
幣
の
発
遣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
各
奉
幣

儀
は
、
即
位
後
の
天
神
地
祇
奉
幣
、
即
位
前
の
伊
勢
由
奉
幣
と
連
動
し
て

形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
即
位
後
・
大
嘗
祭
前
の
天
神
地
祇
奉
幣

は
平
城
天
皇
の
代
に
創
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り（
（4
（

、
伊
勢
由
奉
幣
は
桓
武

朝
か
ら
淳
和
朝
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
（4
（

。
い
わ

ば
、
桓
武
天
皇
以
後
、
即
位
・
大
嘗
祭
に
関
す
る
奉
幣
儀
が
新
た
に
制
度

化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
格
式
編
纂
と
も
同
期
す
る
も

の
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た
神
宮
奉
幣
使
の
役
割
が
上
昇
し
た
こ
と
と
も
連

動
し
、
七
世
紀
末
よ
り
形
成
さ
れ
た
律
令
祭
祀
も
平
安
初
期
に
新
た
な
局

面
を
迎
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
伊
勢
奉
幣
の
制
度
が
即

位
・
大
嘗
祭
に
付
加
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
鑑
み
る
と
、
よ
り
朝
廷
と
伊
勢

と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
も
の
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
も
推
測
さ

れ
る
。
元
々
朝
廷
で
の
国
家
祭
儀
と
各
神
社
で
の
祭
儀
は
そ
れ
ぞ
れ
で
自

己
完
結
的
に
行
わ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
朝
廷
側
か
ら
の

直
接
の
使
者
と
し
て
奉
幣
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
朝
廷
側
の
祈
願
意

思
が
神
社
側
に
伝
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
看
取
さ
れ
る
。
桓
武
天
皇

以
後
、
格
式
編
纂
が
開
始
さ
れ
る
と
同
時
期
に
、
奉
幣
使
を
通
し
て
伊
勢

神
宮
な
ど
と
の
距
離
を
理
念
的
に
縮
め
よ
う
と
し
た
働
き
が
あ
っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

　

天
神
地
祇
へ
の
奉
幣
は
『
貞
観
儀
式
』
で
は
八
月
の
大
祓
使
の
発
遣
の

後
、
八
月
下
旬
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
使
は
『
貞
観
儀
式
』
に
基
づ
く

と
、
伊
勢
使
三
人
（
王
・
中
臣
・
忌
部
）、
山
城
・
大
和
・
摂
津
各
一
人
、

河
内
・
和
泉
一
人
、
七
道
各
一
人
、
で
あ
り
、『
延
喜
式
』『
北
山
抄
』
に
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お
い
て
も
人
数
に
若
干
異
な
る
点
は
あ
る
も
の
の
、
伊
勢
神
宮
・
畿
内
・

七
道
と
い
う
奉
幣
使
の
区
分
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
天
神
地
祇
奉
幣
の
方

式
は
、『
貞
観
儀
式
』
な
ど
の
儀
式
書
を
見
る
限
り
で
は
各
使
を
発
遣
し

て
幣
帛
を
奉
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
即
位
後
の
天
神
地
祇
奉

幣
に
関
し
て
は
『
小
右
記
』
長
和
五
年
三
月
八
日
条
に
お
い
て
、
京
畿
内

の
神
社
へ
は
神
祇
官
に
お
い
て
幣
帛
が
準
備
さ
れ
、
禰
宜
・
祝
に
付
し
て

幣
帛
が
頒
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
先
例
は
天
慶
九
年
（
村
上
天
皇
）

の
例
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
「
天
皇
我
詔
旨
登
、
皇
神
等
広

前
仁
称
辞
言
奉
申
給
久
、
高
天
原
尓
神
留
坐
皇
親
神
漏
伎
・
神
漏
美
乃
命
以
、

事
寄
給
部
流
豊
葦
原
瑞
穂
乃
国
乃
天
の
日
副
〔
嗣
カ
〕
高
御
座
乃
政
之
次
と
」

で
始
ま
る
祝
詞
が
読
ま
れ
て
い
る
。『
小
右
記
』
の
記
事
を
見
る
と
、
即

位
後
の
天
神
地
祇
奉
幣
に
お
い
て
、
畿
内
は
旧
来
の
班
幣
の
形
式
に
則
っ

て
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伊
勢
と
七
道
へ
の
使
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
、
大
嘗
祭
前
の
天
神
地
祇
奉
幣
も
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　

こ
の
天
慶
九
年
の
例
の
祝
詞
は
、
新
嘗
祭
班
幣
の
祝
詞
と
は
文
章
が
異

な
り
、
祝
詞
の
末
尾
も
「
天
皇
御
命
を
申
給
久
と
申
」
と
な
っ
て
お
り
、
基

本
的
に
は
奉
幣
の
祝
詞
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
平
安
時
代
以
降
に
新
た
に
作

成
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
平
安
時
代
初
期
以
降
の
即
位
・

大
嘗
祭
に
関
わ
る
各
種
奉
幣
制
度
の
創
出
に
伴
う
も
の
と
想
定
さ
れ
よ

う
。
こ
の
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
新
た
に
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
の
十
一
月
卯

日
班
幣
が
創
出
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
即
位
・
大
嘗
祭
に
際
す
る
天

神
地
祇
奉
幣
と
比
較
し
て
、
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
の
十
一
月
卯
日
班
幣
は
旧

来
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
と
す
る
と
、
新
嘗
祭
班
幣
は
奈
良
時
代
以
前

成
立
の
制
度
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

新
嘗
祭
班
幣
は
祈
年
祭
・
月
次
祭
班
幣
と
は
目
的
が
異
な
り
、
天
皇
の

新
嘗
が
行
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
班
幣
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
祝
詞
の
内

容
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
祈
年
祭
は
、
春
に
全
官
社
へ
の
幣
帛
奉
納
を
目
的

と
し
て
設
定
さ
れ
た
律
令
国
家
祭
祀
で
あ
り
、
月
次
祭
は
祈
年
祭
よ
り
規

模
を
縮
小
さ
せ
、
六
月
と
十
二
月
に
畿
内
を
中
心
と
し
た
官
社
に
幣
帛
を

奉
納
す
る
こ
と
目
的
と
し
て
い
た
。
月
次
祭
と
は
恐
ら
く
尋
常
の
祭
り
の

意
で
あ
り（
（4
（

、
一
年
に
一
度
の
全
国
班
幣
に
比
し
て
通
常
の
規
模
の
祭
祀
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
も
一
年
に
一
度
の
神

嘗
祭
に
比
し
て
年
二
回
の
尋
常
の
祭
祀
と
い
う
意
で
月
次
祭
と
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
神
宮
に
お
い
て
は
元
々
月
次
祭
班
幣
（
神
祇
官
）

と
神
宮
月
次
祭
は
連
動
し
て
お
ら
ず
、
月
次
祭
幣
帛
は
祈
年
祭
の
幣
帛
と

同
等
の
扱
い
で
あ
り
、
天
皇
の
出
御
が
あ
っ
て
神
嘗
祭
に
発
遣
さ
れ
る
例
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幣
奉
納
と
は
質
が
格
段
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

新
嘗
祭
班
幣
に
際
し
て
、
神
宮
へ
の
幣
物
は
神
祇
官
に
て
準
備
さ
れ
た

可
能
性
は
あ
る
が
、
神
宮
へ
の
奉
幣
は
行
わ
れ
ず
、
神
宮
の
新
嘗
祭
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
既
に
神
宮
の
「
嘗
」
祭
で
あ
る
神
嘗
祭
が

斎
行
さ
れ
、
そ
こ
に
例
幣
が
奉
納
済
で
あ
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
天
皇
の
「
嘗
」
祭
（
新
嘗
祭
）
と
神
宮
の
「
嘗
」
祭
（
神

嘗
祭
）
が
、
そ
の
対
象
と
目
的
を
一
に
し
て
い
る
と
の
理
解
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

天
皇
の
神
今
食
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
宮
月
次
祭
と
、
神
祇
官

で
の
月
次
祭
班
幣
が
連
動
し
て
い
な
い
と
す
る
と
、
天
皇
の
神
今
食
と
月

次
祭
班
幣
も
連
動
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。『
延
喜

式
』
で
は
同
一
日
（
十
一
日
）
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
延

暦
の
頃
十
六
日
の
外
宮
月
次
祭（
朝
）に
幣
帛
奉
納
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
古
く
は
祭
日
が
十
一
日
に
固
定
化
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
は
確
実
で（
（4
（

、両
祭
が
同
一
日
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
も
な
い
。

神
今
食
は
令
制
以
前
か
ら
の
御
饌
供
進
儀
を
引
き
継
い
だ
祭
祀
で
あ
る
の

に
対
し
、
月
次
祭
班
幣
は
律
令
国
家
形
成
期
に
創
出
さ
れ
た
班
幣
祭
祀
で

あ
り
、
そ
の
淵
源
も
祭
祀
構
造
も
目
的
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
月
次

祭
祝
詞
と
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
祝
詞
が
全
く
異
な
る
以
上
、
月
次
祭
班
幣

は
神
今
食
の
前
段
行
事
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
祭
祀
の
目

的
は
祈
年
祭
に
准
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

古
代
に
お
い
て
、
朝
廷
の
国
家
祭
祀
や
天
皇
祭
祀
、
ま
た
伊
勢
神
宮
を

含
む
各
神
社
祭
祀
は
そ
れ
ぞ
れ
が
別
構
造
で
併
存
し
て
い
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。
各
祭
祀
は
各
祭
祀
の
担
当
者
が
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
古
く

か
ら
の
形
式
や
主
体
は
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
律
令
国
家
形
成
期
な
ど
に
お
い
て
段
階
的
に
新

し
い
祭
儀
・
要
素
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、

そ
の
中
で
も
各
地
域
に
お
け
る
祭
祀
は
自
己
完
結
的
に
行
わ
れ
る
の
が
基

本
で
あ
っ
た
。平
安
時
代
初
期
に
お
い
て
神
宮
奉
幣
使
の
役
割
が
増
大
し
、

朝
廷
か
ら
発
遣
さ
れ
た
月
次
祭
幣
帛
が
神
宮
月
次
祭
に
連
動
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
桓
武
天
皇
以
後
の
流
れ
の
中
で
、
朝
廷
と
伊
勢
神
宮
と
の

距
離
を
理
念
的
に
縮
め
よ
う
と
し
た
働
き
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

注（1
）�「
令
釈
」「
古
記
」
に
は
「
於
二
神
祇
官
一
。
惣
祭
二
天
神
地
祇
一
。
百
官
々
人
集
。」

と
あ
り
、国
家
内
の
神
祇
を
朝
廷
が
祭
る
と
い
う
理
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

朝
廷
の
理
念
と
官
社
制
度
の
実
態
、
律
令
神
祇
祭
祀
の
研
究
史
に
関
し
て
、
小
倉

慈
司
氏
の
論
考
に
詳
し
い
（「
延
喜
神
名
式
「
貞
」「
延
」
標
注
の
検
討　

―
官
社

の
数
量
的
変
遷
に
関
し
て
―
」『
延
喜
式
研
究
』第
八
号　

平
成
五
年
九
月
、「
八
・

九
世
紀
に
お
け
る
地
方
神
社
行
政
の
展
開
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
三
編
第
三
号
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平
成
六
年
二
月
、「
律
令
制
成
立
期
の
神
社
政
策
―
神
郡
（
評
）
を
中
心
に
―
」

『
古
代
文
化
』
第
六
十
五
巻
第
三
号　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
）。

（
2
）�
岡
田
莊
司
「
天
皇
祭
祀
と
国
制
機
構
―
神
今
食
と
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
―
」『
平
安

時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
六
年
一
月
（
初
出
は
『
國
學

院
雜
誌
』
第
九
十
一
巻
第
七
号　

平
成
二
年
七
月
）

（
3
）�

岡
田
精
司
「
律
令
的
祭
祀
形
態
の
成
立
」『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房 

昭
和
四
十
五
年
四
月

（
4
）�

早
川
庄
八
「
律
令
制
と
天
皇
」『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
昭
和
六
十
一
年

十
一
月
（
初
出
は
『
史
学
雑
誌
』
第
八
五
編
第
三
号　

昭
和
五
十
一
年
三
月
）

（
5
）�

森
田
悌
「
祈
年
・
月
次
・
新
嘗
祭
の
考
察
」『
解
体
期
律
令
政
治
社
会
史
の
研
究
』

図
書
刊
行
会　

昭
和
五
十
七
年
三
月
（
初
出
は
『
風
俗
』
第
十
六
巻
第
一
号　

昭

和
五
十
二
年
十
二
月
）

　
　

�

祈
年
祭
と
月
次
祭
の
新
旧
関
係
な
ど
に
関
し
て
、
古
川
淳
一
氏
も
早
川
氏
を
批
判

し
て
い
る
（「
班
幣
祭
祀
の
成
立
」『
歴
史
』
平
成
二
年
四
月
）。

（
6
）�

中
村
英
重
『
古
代
祭
祀
論
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
十
一
年
八
月

（
7
）�

祈
年
祭
の
祭
祀
構
造
に
関
し
て
は
拙
著
「
古
代
祈
年
祭
の
祭
祀
構
造
に
関
す
る
一

考
察
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
四
七
号　

平
成
二
十
九
年
七
月
）
に
お
い
て
詳
述
し

た
。

（
8
）�

虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』
集
英
社　

平
成
十
二
年
五
月

（
9
）�

官
幣
と
国
幣
に
分
離
し
た
こ
と
は
、「
於
二
神
祇
官
一
。
惣
祭
二
天
神
地
祇
一
。
百
官
々

人
集
。」
と
古
記
が
記
し
た
祈
年
祭
の
理
念
自
体
の
完
全
な
喪
失
と
も
捉
え
ら
れ

る
が
、
班
幣
祭
祀
そ
の
も
の
が
当
初
よ
り
朝
廷
側
の
理
念
の
み
が
先
行
し
た
祭
祀

で
あ
っ
た
。
諸
国
の
官
社
数
の
上
昇
、
官
幣
・
国
幣
の
分
離
の
意
義
と
そ
の
後
の

展
開
な
ど
に
関
し
て
小
倉
註
一
前
掲
論
文
他
、
早
川
万
年
「
律
令
制
祭
祀
に
お
け

る
官
幣
と
国
幣
」（
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
国
家
の
政
務
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、

平
成
七
年
七
月
）、
な
ど
を
参
照
。

（
10
）�

こ
の
「
御
歳
社
」
に
対
す
る
規
定
と
祈
年
祭
の
淵
源
に
関
し
て
、
岡
田
莊
司
「
古

代
の
国
家
祭
祀
―
祈
年
祭
の
淵
源
を
探
る
―
」（『
神
道
史
研
究
』
第
六
十
五
巻
第

二
号
平
成
二
十
九
年
十
月
）、
及
び
拙
著
註
七
前
掲
論
文
参
照
。

（
11
）�

祈
年
祭
祝
詞
の
構
成
・
構
造
に
関
し
て
は
早
川
註
四
前
掲
論
文
、
拙
著
註
七
前
掲

論
文
、
岡
田
註
十
前
掲
論
文
な
ど
を
参
照
。

（
12
）�

西
山
徳
「
祈
年
祭
の
研
究
」『
神
社
と
祭
祀　

上
代
神
道
史
の
研
究
』
至
文
堂　

昭
和
四
十
年
六
月
（『
上
代
神
道
史
の
研
究
』
図
書
刊
行
会　

昭
和
五
十
八
年

十
一
月
）
初
出
は
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
七
巻
第
二
号
、
第
三
号　

昭
和

二
十
四
年
六
月
、
十
一
月
。

（
13
）�

早
川
庄
八
註
四
前
掲
論
文
。

（
14
）�

森
田
悌
註
五
前
掲
論
文
。

（
15
）�

加
藤
優
「
律
令
制
祭
祀
と
天
神
地
祇
の
惣
祭
」『
研
究
論
集
』
Ⅳ
（『
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所
学
報
』
第
三
十
二
冊
）
昭
和
五
十
三
年
三
月

（
16
）�

古
川
淳
一
註
五
前
掲
論
文
。

（
17
）�

天
智
朝
に
祈
年
祭
が
始
ま
っ
た
と
す
る
見
解
は
岡
田
精
司
氏
（
註
三
前
掲
論
文
）、

井
上
光
貞
氏
（『
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』
東
京
大
学
出
版
会　

昭
和
五
十
九

年
十
一
月
）、
岡
田
莊
司
氏
（「
古
代
神
祇
祭
祀
体
系
の
基
本
構
想
―
「
天
社
・
国

（
地
）
社
祭
祀
制
」
―
」『
神
道
宗
教
』
第
二
四
三
号　

平
成
二
十
八
年
七
月
）
ら

が
述
べ
て
い
る
。「
諸
神
座
」「
班
幣
帛
」「
宣
祝
詞
」
と
い
っ
た
班
幣
祭
儀
特
有

の
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
岡
田
莊
司
氏
は
班

幣
の
初
見
記
事
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
解
し
て
い
る
。

（
18
）�『
年
中
行
事
秘
抄
』
所
引
「
官
史
記
」
に
「
天
武
天
皇
四
年
二
月
甲
申
祈
年
祭
」

と
あ
り
、
天
武
朝
で
祈
年
祭
が
始
ま
っ
た
と
す
る
見
解
は
西
山
徳
氏
（
註
十
二
前

掲
論
文
）、
西
宮
秀
紀
氏
（「
律
令
神
祇
官
制
の
成
立
に
つ
い
て
」『
律
令
国
家
と

神
祇
祭
祀
制
度
の
研
究
』
塙
書
房　

平
成
十
六
年
十
一
月
（
初
出
は
『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
九
十
三
号　

昭
和
五
十
六
年
））、
森
田
悌
氏
（
註
五
前
掲
論
文
）、
中
村
英

重
氏
（
註
六
前
掲
論
文
）
な
ど
が
あ
る
。
天
武
朝
で
は
天
武
四
年
以
外
に
も
天
武

十
年
（
六
八
一
）
の
同
じ
く
正
月
（
壬
申
、
三
日
）
に
「
頒
二
幣
帛
於
諸
神
祇
一
」
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と
い
っ
た
記
事
が
あ
り
、
年
初
め
の
幣
帛
頒
布
祭
儀
が
度
々
執
行
さ
れ
て
い
た
可

能
性
を
伺
わ
せ
る
。

（
19
）�

持
統
四
年
（
六
九
〇
）
正
月
庚
子
（
二
十
三
日
）
に
「
班
二
幣
於
畿
内
天
神
地
祇
一
」

と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
「
班
幣
」
は
持
統
三
年
六
月
の
『
飛
鳥
浄
御
原
令
』
班

賜
以
後
の
記
事
で
あ
る
が
、
持
統
四
年
正
月
に
持
統
天
皇
が
即
位
し
た
こ
と
を
受

け
て
の
班
幣
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
、天
皇
即
位
に
対
す
る
班
幣
は『
神

祇
令
』
に
は
確
か
に
規
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
確
実
な
実
施
例
は
天
平

宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
戊
午
（
十
九
日
）
淳
仁
天
皇
即
位
に
際
す
る
例
以
外

に
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
（
大
宝
二
年
三
月
の
「
大
幣
」
頒
布
記
事
は
文
武
即
位

後
四
年
経
過
し
て
い
る
た
め
、
即
位
に
際
し
て
の
班
幣
と
断
定
で
き
な
い
）、
持

統
三
年
六
月
に
班
賜
さ
れ
た
『
飛
鳥
浄
御
原
令
』
に
基
づ
い
た
恒
例
の
班
幣
祭
祀

で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
持
統
朝
で
は
持
統
四
年
（
六
九
〇
）
七
月
戊
寅
（
三

日
）、
持
統
十
一
年
（
六
九
七
）
六
月
甲
申
（
十
九
日
）
に
も
「
班
幣
」
の
記
事

が
あ
り
、
こ
の
両
記
事
が
六
月
、
七
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
月
次
祭
班
幣
の

記
事
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
持
統
四
年
の
正
月
と
七
月
の
記
事
は
『
飛
鳥
浄
御

原
令
』
に
基
づ
く
祈
年
祭
と
月
次
祭
の
班
幣
記
事
で
あ
っ
た
か
。
少
な
く
と
も
持

統
朝
で
は
恒
例
の
班
幣
が
整
備
さ
れ
、『
大
宝
令
』
規
定
の
前
身
と
な
っ
て
い
た

可
能
性
は
高
い
。

（
20
）�

大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
三
月
己
卯
（
十
二
日
）
に
「
鎮
二
大
安
殿
一
大
祓
。
天
皇

御
二
新
宮
正
殿
一
斎
戒
。
惣
頒
二
幣
帛
於
畿
内
及
七
道
諸
社
一
」
の
記
事
が
見
え
、

全
国
的
な
班
幣
の
確
実
な
初
見
で
あ
る
。
天
皇
が
正
殿
で
「
斎
戒
」
し
、「
班
大
幣
」

と
し
て
記
述
さ
れ
、
諸
国
の
国
造
が
入
京
し
て
い
る
点
で
祈
年
祭
と
相
違
し
、『
神

祇
令
』
規
定
の
即
位
に
際
す
る
「
惣
祭
天
神
地
祇
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
矢
野

建
一
「
律
令
国
家
の
祭
祀
と
天
皇
」『
歴
史
学
研
究
』
五
六
〇
号　

昭
和
六
十
一

年
十
月
、
中
村
英
重
氏
註
六
前
掲
論
文
）。
し
か
し
、
文
武
即
位
後
の
班
幣
と
し

て
は
四
年
以
上
経
過
し
て
い
る
点
が
不
審
で
あ
り
、
天
皇
の
斎
戒
は
班
幣
儀
へ
の

天
皇
の
直
接
関
与
と
は
言
え
ず
（『
延
喜
式
』
で
中
祀
と
さ
れ
た
祈
年
祭
で
諸
司

も
斎
戒
中
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
）、
国
造
の
入
京
も
祝
部
の
設
置
が
全
国
に
間
に

合
っ
て
い
な
い
時
期
の
措
置
で
あ
っ
た
と
も
解
さ
れ
、
即
位
に
際
し
て
の
班
幣
よ

り
も
祈
年
祭
の
記
事
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
大
宝
二
年
の
記

事
を
祈
年
祭
の
成
立
と
す
る
見
解
は
田
中
卓
氏
（「
造
大
幣
司
―
「
祈
年
祭
」
の

成
立
―
」『
壬
申
の
乱
と
そ
の
前
後　

田
中
卓
著
作
集
五
』
図
書
刊
行
会　

昭
和

六
十
年
九
月
）、
渡
邊
晋
司
氏
（「
大
幣
と
官
社
制
度
」『
神
道
及
び
神
道
史
』
第

三
十
一
、三
十
二
号　

昭
和
五
十
三
年
三
月
）
な
ど
。

（
21
）�

班
幣
祭
祀
の
次
第
に
つ
い
て
は
、
木
村
大
樹
「
班
幣
行
事
の
復
元
的
考
察
」『
國

學
院
大
學
大
學
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
四
十
九
輯
（
平
成
三
十
年
三
月
）

を
参
照
。

（
22
）�

拙
著
註
七
前
掲
論
文
、
及
び
「
日
本
古
代
の
儀
礼
・
儀
式
と
祭
祀
―
古
代
祭
祀
の

類
型
化
を
試
考
す
る
―
」（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
第
七
十
回
神
道
宗
教
学
会
学

術
大
会
（
研
究
発
表
）
に
お
け
る
パ
ネ
ル
発
表
、
パ
ネ
ル
代
表
者
：
小
林
宣
彦
氏
）

『
神
道
宗
教
』
第
二
四
八
号　

平
成
二
十
九
年
十
月
、
を
参
照
。

（
23
）�

岡
田
莊
司
氏
註
二
前
掲
論
文
、
木
村
大
樹
「
神
今
食
の
神
饌
供
進
儀
に
関
す
る
考

察
―
大
嘗
祭
卯
日
神
事
と
関
連
し
て
―
」『
神
道
研
究
集
録
』
第
三
十
一
輯　

平

成
二
十
九
年
三
月

（
24
）�

藤
森
馨
「
神
宮
祭
祀
と
天
皇
祭
祀
―
神
宮
三
節
祭
由
貴
大
御
饌
神
事
と
神
今
食
・

新
嘗
祭
の
祭
祀
構
造
―
」『
古
代
の
天
皇
祭
祀
と
神
宮
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館　

平

成
二
十
九
年
十
二
月
（
初
出
は
『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
十
一
巻
第
七
号　

平
成
二

年
七
月
）

（
25
）�

大
関
邦
男
「
古
代
伊
勢
神
宮
の
財
政
構
造
」『
國
史
學
』
第
百
二
十
八
号　

昭
和

六
十
一
年
二
月
、
拙
著
「
古
代
神
宮
「
日
祈
」
行
事
の
一
考
察
」『
神
道
宗
教
』

第
二
四
三
号
、
平
成
二
十
八
年
七
月
、「
古
代
御
饌
殿
祭
祀
の
基
礎
的
考
察
」『
神

道
史
研
究
』
第
六
十
五
巻
第
一
号　

平
成
二
十
九
年
四
月
、
な
ど
。

（
26
）�『
神
道
大
系　

神
宮
編
一
』
昭
和
五
十
四
年
三
月

（
27
）�

平
安
京
か
ら
伊
勢
神
宮
へ
は
五
日
か
か
る
と
例
幣
の
事
例
か
ら
想
定
さ
れ
る
の
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で
、
延
暦
の
頃
、
神
祇
官
班
幣
は
二
月
七
日
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
28
）�
藤
森
馨
「
伊
勢
神
宮
祈
年
祭
に
お
け
る
御
扉
の
開
閉
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
代
の
天

皇
祭
祀
と
神
宮
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
（
初
出
は
『
大
倉

山
論
集
』
第
二
十
一
輯　

昭
和
六
十
二
年
三
月
）

（
29
）�『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
供
奉
幣
帛
本
記
事
」
に
は
「
供
二
奉
皇
大
神
一
勅
幣
帛
遠
、

即
朝
廷
使
告
刀
申
、
正
殿
進
納
畢
。
其
正
殿
院
参
入
、
大
神
宮
司
、
禰
宜
、
内
人
、

物
忌
、〈
但
使
不
二
参
入
一
。〉
其
行
事
祈
年
使
同
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
奉

幣
使
の
祝
詞
奏
上
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
神
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
す
る
延
暦
期
の

神
宮
祈
年
祭
の
こ
と
で
は
な
く
、
神
嘗
祭
の
例
幣
や
そ
れ
に
准
じ
た
臨
時
奉
幣
の

規
定
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
正
殿
を
開
け
て
幣
帛
を
奉
る
も
の
と
規
定
さ

れ
て
い
た
。

（
30
）�

藤
森
馨
「
伊
勢
神
宮
祈
年
祭
と
御
田
種
蒔
下
始
行
事
」『
古
代
の
天
皇
祭
祀
と
神

宮
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
（
初
出
は
『
椙
山
林
継
先
生
古

稀
記
念
論
集　

日
本
基
層
文
化
論
叢
』
平
成
二
十
二
年
八
月
）、
拙
著
註
七
前
掲

論
文
。

（
31
）�『
大
神
宮
儀
式
解
』
臨
川
書
店　

昭
和
五
十
一
年
九
月

（
32
）�

月
次
祭
幣
帛
奉
納
儀
が
省
略
し
て
記
述
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
六
月
月

次
祭
と
九
月
神
嘗
祭
に
お
け
る
太
玉
串
行
事
が
同
様
で
あ
る
に
も
係
わ
ら
ず
省
略

し
て
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
傍
証
と
な
る
。
神
宮
祈
年
祭
と
月
次
祭
幣
帛

奉
納
儀
が
同
一
の
儀
で
あ
っ
て
も
、
六
月
月
記
で
儀
式
を
省
略
し
た
と
は
考
え
に

く
い
。

（
33
）�『
神
宮
要
綱
』（
神
宮
皇
學
館　

昭
和
四
年
）
も
延
暦
の
頃
は
朝
使
の
到
る
日
は
定

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
月
次
祭
赤
引
糸
奉
献
は
神
宮
の
古
儀
で
あ

り
、後
に
神
祇
官
の
月
次
祭
が
成
立
し
て
官
幣
の
奉
納
が
加
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
34
）�

藤
森
馨
註
二
十
四
前
掲
論
文
。

（
35
）�

例
幣
と
祈
年
祭
・
月
次
祭
奉
幣
の
相
違
、
ま
た
奉
幣
使
の
構
成
・
変
遷
な
ど
は
、

藤
森
馨
「
神
宮
奉
幣
使
考
」『
改
訂
増
補　

平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』

原
書
房　

平
成
二
十
年
十
二
月
（
初
出
は
『
大
倉
山
論
集
』
第
十
九
輯　

昭
和

六
十
一
年
三
月
）、
奉
幣
使
に
関
し
て
は
、
西
宮
秀
紀
「
律
令
国
家
と
奉
幣
の
使
」

『
律
令
国
家
と
神
衹
祭
祀
制
度
の
研
究
』
塙
書
房　

平
成
十
六
年
十
一
月
（
初
出

は
岡
田
精
司
編
『
祭
祀
と
国
家
の
歴
史
学
』
塙
書
房　

平
成
十
三
年
四
月
）、
奉

幣
儀
に
関
し
て
は
、
三
宅
和
朗
「
古
代
奉
幣
儀
の
検
討
」『
古
代
国
家
の
神
祇
と

祭
祀
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
七
年
九
月
、
に
詳
し
い
。

（
36
）�

藤
森
馨
「
平
安
時
代
前
期
の
大
中
臣
氏
と
神
宮
祭
主
―
祭
主
制
度
成
立
に
関
す
る

一
試
論
―
」『
改
訂
増
補　

平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』
原
書
房　

平

成
二
十
年
十
二
月
（
初
出
は
二
十
二
社
研
究
会
編
『
平
安
時
代
の
神
社
と
祭
祀
』

図
書
刊
行
会　

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
）、
同
「
神
宮
月
次
祭
へ
の
祭
主
参
加
時

期
の
検
討
」『
古
代
の
天
皇
祭
祀
と
神
宮
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
二
十
九
年

十
二
月
（
初
出
は
『
文
化
史
史
料
考
證
―
嵐
義
人
先
生
古
稀
記
念
論
集
―
』
平
成

二
十
六
年
八
月
）、
な
ど
。

（
37
）�

熊
田
亮
介
氏
は
、
持
統
六
年
閏
五
月
丁
未
（
十
三
日
）
条
に
あ
る
伊
勢
の
二
神
郡

か
ら
の
赤
引
糸
三
十
五
斤
の
記
述
は
神
宮
月
次
祭
の
祭
料
で
あ
る
と
指
摘
し
な
が

ら
、「
伊
勢
神
宮
の
月
次
祭
は
、
こ
の
「
月
次
」
班
幣
の
祭
祀
（
中
略
）
が
、
神

宮
本
来
の
祭
祀
た
る
朝
夕
大
御
饌
奉
献
・
赤
引
糸
奉
献
の
祭
祀
に
付
加
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
べ
き
見
解
で
あ
る
（「
伊
勢
神
宮
の

月
次
祭
と
祭
祀
体
系
」『
文
化
』第
四
十
六
巻
第
三
・
四
号　

昭
和
五
十
八
年
二
月
）。

（
38
）�

藤
森
馨
註
二
十
四
前
掲
論
文
。

（
39
）�

拙
著
「
鎮
魂
祭
の
祭
祀
構
造
に
関
す
る
一
考
察
」『
神
道
研
究
集
録
』
第
三
二
輯 

平
成
三
十
年
三
月

（
40
）�

但
し
、「
御
体
御
卜
」
は
六
月
と
十
二
月
の
み
に
行
わ
れ
、
十
一
月
に
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。「
御
体
御
卜
」
が
天
皇
親
祭
に
伴
う
も
の
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
淵

源
を
異
に
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
詳
し
く
は
木
村
大
樹
「
神
今
食
を
中
心
と
し

た
祭
儀
体
系
へ
の
一
試
論
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
四
三
号
、
平
成
二
十
八
年
七
月
）

を
参
照
。
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（
41
）�

黒
崎
輝
人
「
新
嘗
祭
班
幣
の
成
立
」『
日
本
思
想
史
研
究
』
第
十
四
号　

昭
和

五
十
七
年
三
月

（
42
）�

菊
地
照
夫
「
相
嘗
祭
の
祭
祀
形
態
に
つ
い
て
」『
延
喜
式
研
究
』
第
十
五
号　

平

成
十
年
十
二
月

（
43
）�

藤
森
馨
「
鎮
花
祭
と
三
枝
祭
の
祭
祀
構
造
」『
古
代
の
天
皇
祭
祀
と
神
宮
祭
祀
』

吉
川
弘
文
館　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
（
初
出
は
『
神
道
宗
教
』
第
二
一
一
号　

平
成
二
十
年
七
月
）

（
44
）�

高
森
明
勅
「
大
祀
と
大
嘗
祭
に
つ
い
て
」『
神
道
宗
教
』
第
一
二
五
号　

昭
和

六
十
一
年
十
二
月
、「
神
祇
令
即
位
条
の
成
立
」『
神
道
宗
教
』
第
一
四
〇
・

一
四
一
号　

平
成
二
年
十
月

（
45
）�

岡
田
莊
司
「
即
位
奉
幣
と
大
神
宝
使
」『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類

従
完
成
会　

平
成
六
年
一
月
（
初
出
は
『
古
代
文
化
』
第
四
十
二
巻
第
一
号　

平

成
二
年
）

（
46
）�

こ
の
点
は
徳
田
浄「
延
喜
式
祝
詞
四
篇
」徳
田
浄
・
徳
田
進『
上
代
文
学
新
考
』（
研

究
選
書
二
十
三
）
昭
和
五
十
五
年
三
月
、
藤
森
馨
註
二
十
三
前
掲
論
文
に
お
い
て

も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）�

平
安
京
か
ら
伊
勢
ま
で
の
奉
幣
使
到
着
に
は
五
日
か
か
っ
て
お
り
、
神
宮
月
次
祭

六
月
十
六
日
（
外
宮
）
に
間
に
合
う
に
は
十
一
日
に
神
祇
官
で
の
班
幣
が
行
わ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
延
暦
儀
式
帳
』
で
は
十
六
日
（
外
宮
）
十
七
日
（
内

宮
）
に
幣
帛
奉
納
の
記
載
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
延
暦
の
頃
、
神
祇
官
で
の
月

次
祭
班
幣
は
十
三
日
以
降
か
、
あ
る
い
は
十
日
以
前
と
な
る
。


